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第 30回がん対策推進協議会議事次第

日 時 :平成 23年 12月 26日 (月 )

16:00～ 19:oo

場 所 :厚生労働省 12階専用第 15,16会議室

議 事 次 第

1 開  会

藤 田厚生労働大臣政務官あいさつ

2 報告事項

がん対策指標について

3 議  題

次期がん対策推進基本計画全体構成 (案)及び骨子 (案)について

4 その他

【資 料】

資料 1 がん対策推進協議会委員名簿

資料 2 がん対策指標に関する委員からの意見のまとめ

資料 3 がん対策全体を評価する枠組みと指標の策定について

資料 4 次期がん対策推進基本計画の全体構成 (案)及び骨子 (案)に関する

委員からの意見のまとめ (案 )

資料 5 次期がん対策推進基本計画の全体構成 (案 )

資料 6 次期がん対策推進基本計画の骨子 (案 )

参考資料 平成 24年度厚生労働省がん対策予算案の概要

天野委員提出資料  「ドラッグ・ ラグの解消に向けた制度改正等を求める要望

書」につきまして



○

がん対策推進協議会委員名簿

資 料 1

◎

平成23年 9月 1日

氏名 所属・役職

あまの しんすけ

天野 慎介 特定非営利活動法人グループロネクサス理事長

うえだ りゆうぞう

上田 龍三 名古屋市病院局長

えぐち けんじ

江口 研二 帝京大学医学部内科学講座教授

かやま たかまさ

嘉山 孝正 独立行政法人国立がん研究センター理事長

め
厚舞腫

カ

リ 医療法人社団パリアンクリニック川越院長

きたおか く み

北岡 公美 兵庫県洲本市健康福祉部健康増進課保健指導係

たむら かずお

田村 和夫 福岡大学医学部腫瘍口血液・感染症内科学教授

なかがわ けいいち

中川 恵― 国立大学法人東京大学医学部附属病院放射線科准教授

なかざわ あきのり

中沢 明紀 神奈川県保健福祉局参事監(兼)保健医療部長

の だ  てつお

野田 哲生 公益財団法人がん研究会がん研究所所長

はない  み き

花井 美紀 特定非営利活動法人ミーネット理事長

出
原

じゅんいち

純一 大阪市立総合医療センター副院長

ほさか  しげり

保坂 シゲリ 社団法人日本医師会常任理事

け和
ま ゆ み

麻由美 読売新聞社会保障部記者

まえかわ

前川
区
去日

特定非営利活動法人周南いのちを考える会代表

まえはら よしひこ

前原 喜彦
九州大学大学院医学研究院臓器機能医学部門
外科学講座消化器・総合外科学分野(第二外科)教授

まじま よじゆき

員島 喜幸 特定非営利活動法人バンキャンジャパン理事

まつづき

松月 みどリ 公益社団法人日本看護協会常任理事

まつもと ようこ

松本 陽子 特定非営利活動法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長

もんでん もりと

門田 守人 公益財団法人がん研究会有明病院副院長

◎…日会長、○…日会長代理 (50音順、敬称略 )



がん対策指標に関する委員からの意見のまとめ

0  死亡率減少を目的としているがん検診については、受診率だけではなく、

検診そのものの制度や検診体制など効果的・効率的ながん検診を実施できる

環境面の改善も指標とするべきでないかと考える。そのため、科学的根拠に

基づいた検診実施機関の状況、検診実施機関の均てん化の状況、各がん検診

の偽陽性率なども指標として必要ではないか。 (北岡委員)

●  がん診療の質の向上の底上げを図るために、これまで国指定がん診療連携

拠点病院のみが対象であった現況報告を、都道府県指定がん診療拠点病院に

まで拡大し情報収集 してはどうか。

0  現状は 5大がんのみ しか収集 していない指標があるが、対象を希少がんに

まで拡大 してはどうか。

●  標準治療の実施率や患者満足度調査などを指標として、がん医療の質の評

価を組み込んではどうか。また、患者満足度調査を指標として、がん情報の

有用性を評価 してはどうか。ちなみに、患者満足度調査は受療行動調査を参

考とし、対象には国指定、都道府県指定がん診療連携拠点病院を必ず含むよ

うにする。また質の評価は、レセプ ト、DPCデータなどで採取可能な項目

とする。

●  がん情報をさらに有益なものとするために、拠点病院の情報 (がん種別症

例数などの量的情報、QI、 CI)な どを充実させる必要がある。

●  小児がん領域に特化した指標として、小児がん専門委員会報告書にも記載

のある、①小児がん拠点病院への小児がん患者の集約化、②診療ガイドライ

ン及びフォローアップガィドライン提示とその効果、③死亡率の減少、④患

者・家族の満足度向上、⑤小児がんセンターの機能評価、⑥小児がん拠点病

院の機能評価の6つの指標を設定してはどうか。(以上、原委員)

0  国ならびに地域緩和ケアの普及に対する目標設定、達成状況の客観的評価

を行うため、在宅死率を正規のがん対策指標 (現行では参考指標となってい

る)と して用いる。

10  緩和ケアを専門とする診療所を中心とした、地域緩和ケアチーム (仮 称)

の数をがん対策指標に用いる。(以上、川越委員)

0  「がん対策指標に対する委員からの意見のまとめ」には記載のない指標に

ついても、例えば戦略研究などで報告している。全国的、経年的な指標につ

いては国が体制を組んで取り組むべき^(江 口委員)

0  医療人の最終日標は患者の社会復帰であり、社会に復帰するための指標を

入れて欲 しい。 (嘉山委員)

0  現行の基本計画では量的な充足が中心だつたが、今回の見直し計画では質

的な指標を期待する。 (本田委員)

0  医療システムの中で、人材や設備の充実度などス トラクチヤーに関する指

標、医療行為 (例 えば検診率)な どプロセスに関係する指標、そしてアウ ト

カムに関する指標があり、これらの上にがん対策があるといった、がん対策

の進捗状況が一日で分かる資料が欲 しい。 (員島委員)

0  今回の多くの提言の中で整備の充実、体制の充実、医療従事者の不足など

が指摘され、それらの改善目標が提言されているが、これらの課題に対する

人的及び資金的援助を明確に指標として捉える方策を検討すること。このこ

とは費用対効果の面だけでなく、社会的にも医療分野における雇用対策とし

ての位置づけからも重要である。

●  がん検診の有効性の観点として、従来の検診率にカロえ、医療機関未受診者

のがん検診率、就業年齢時期における検診率を指標として加える。 (以上、

上田委員)



現行のがん対策推進基本計画において、全体目標とともに分野別施策毎に個別 目標
及び参考指標が設定されている。 しか しながら、これ らは、人材や設備の充足度など

構造に関するものが多く、活動の内容やその活動による成果に関するものが少ない。
また、個別目標の達成及び参考指標の把握と、各分野別施策における課題解決や

全体 目標である「がんによる死亡率の減少」「00L向上」との関連が明確ではないと

指摘 されている。

がん対策全体を評価する枠組みと指標の策定について

国
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:  各分野別施策の骨子毎に、各分野別施策における課題解決に向けた、活動の内容や
その活動による成果に関するものを含む適切な指標を設定し、がん対策の進捗を
把握するとともに、定期的にがん対策推進協議会に報告を行う。

・  なお、既存の調査等では把握できない指標については、必要性及び優先性を踏まえて
開発を進める。



全体目標と分野別施策との関係図

全体目標

・医療施設調査
・患者調査
・社会医療診療行為別調査
・DPC導入の影響評価に係る調査
・拠点病院現況報告
‐臓器がん登録
・厚生労働科学研究   L

院内がん登録

地域がん登録         |

人口動態統計

(1)放射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実
(2)がん医療に携わる専門医療従事者の育成
(3)地域における医療・サービス提供体制の構築
(4)がんと診断された時からの緩和ケアの実施
(5)医薬品。医療機器の早期開発・承認等に向けた取組
(6)その他

2がんに関する相談支援笈び情報提供
3がん登録
4がんの予防
5がんの早期発見
6がん研究
7 71ヽ児力|ん

8がんの教育・普及啓発
9がん患者の就労を含む社会的な問題

全体目標及び
個別目標に関
する指標の元
となる調査等

分野別施策



次期力1ん対策推進基本計画の全体構成 (案 )及び骨子 (案 )に

関する委員からの意見のまとめ (案 )

基本方針について

豊  全人的なケアを包含する内容とするべき。

■__二塁杢董■LL」五泌髪甍艶こ全人的医療を提供する包五的ながん量策の推
進」を追加。(以 上、員島委員)

● __がん患者に限定された対策でなく、「国民全体を視里予に入れたがん対策」

とLLう メッセージ性や方針が明確に伝わること。(北 岡委員)

全体目標について

●  がん患者を社会全体で支え、がん患者が安心して生活できるような目標

を新しく追加するべきではないか。(天野委員)

がん患者の社会的痛みの軽減という視点、がん患者が安心して暮らせる

社会の構築といった視点が必要ではないか。 (本田委員 )

がんになっても安心 して暮らせる社会というような大きな目標が必要

ではないか。 (天野委員、本田委員、花井委員)

。  「療養生活の質の向上」とあるが、「療養」を削除し「生活の質の向上」

でよいのではないか。現在療養が必要な患者も、療養より社会生活に重点
が置かれる患者も含まれるものと考える。更に、患者を支える「家族の生

活」を考えるという点からも「療養」は肖1除 してよいのではないか。(松

本委員、花井委員)

●  「苦痛の軽減」では何を指すのかが弱い。精神的・身体的・社会的な痛

みという「がん患者が直面する総合的な苦痛の軽減をはかるJと いう意味
から「全人的な苦痛の軽減Jと するべき。(花井委員)

。  「全人的Jの文言は、医療用語ではないと思われる。がん患者や国民に

理解できる言葉を使つた基本計画にする谷き。
0  死亡率の減少のためには、「がんに診断された時には、2人の医師の意

見を聞くこと」を、個別目標のどこかに入れた方が良い。(以上、前川委
員)

。  「全人的」でも良いと考えるが、一般的に分かるかどうかが問題。 (中

川委員)

0  「全人的なケア」であれば理解できるが、「全人的な痛み」という文言

は理解できない。総合的な人格を重んじるケアというのが適切。 (保坂委

員)

●  「その家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の向上Jを 、「その家族

のあらゆる苦痛の軽減並びに生活の質の向上上に修正。 (松本委員)

「がんになつても安心 して暮らせる社会の構築」を追加。(松本委員、

ーがん対策全体を通じて何を目指しているのかを明確にするため、「がん

による死亡者の減少Jの前に、「働く世代n…       

「療養生活の

質の向上」を、「生活の質の向上」に修正。 (北 岡委員)

●  全体目標の 1「 目標及びその達成時期の考え方」は、「第 3 全体 目標」_

から外 し、「第 4 目標と施策、その成果や目標達成度を測るための指標、_

達成時期の考え方」として独立させる。

●  上記の「第 4」 の中で、「施策の成果を計測するための指盤二達成壁塑」

や、「structure、 Process、 Outcome指標が一連の施策とその成果のな力、

で、どの箇所を計測しているのか」を説明する。また、我が国のがん対策

推進計画の進捗状況がひと目でわかる Dashboard的 な票を作成 し、推進計

画の可神イヒ存准める´ (以 上、直島季昌)

重点課題について

1. 放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行 う医師等の

育成

手術療法を追加するべき。(前原委員、中川委員)

「手術療法」の文言を入れないのであれば、冒頭箇所に「外科医療の充

実とともに」と記載することはできないか。(前原委員)

「医師等」の育成ではなく「医療従事者」とするべき。(前原委員、松

本委員)

医療従事者の育成に加え、多職種が協働するチーム医療の推進、心のケ

アなども求められることから、「総合的ながん医療の推進」のような大き

なくくりにするべきではないか。(松本委員)

手術療法を専門的に行う医療従事者の育成。 (前川委員)

「集学的な治療に向けた専門家間による協働の推進、及びそのためのチ

ームの育成」にすべき。理由は、がんの治療には、放射線治療や化学療法

に限らず、外科や緩和治療など、様々な治療が並行、もしくは段階的に行

われている。しかしながら、それぞれの領域が優れた治療技術を持ち合わ

せていても、それが単独では治療効果が限界的となりうる。専門家の協働

による集学的な治療によって、その治療効果の増大が望まれるため。また、

治療を受ける患者側からしても、治療方法の選択の際に必要以上の苦渋に

●

　

●

●

　

●

・ 2・



困惑したり、さらには病態の段階や、治療施設間の転院によつて、治療の

狭間 (ブ ランク)に陥ることに対して、非常な恐怖を抱いている。組織や

医療機関を超えた専門家間の協働によって、患者が安心して継続的かつ効

果的な治療を受けることが可能となるため。さらに、集学的治療には、医

師以外の他の医療専門職が関わつているため、チーム全体の育成を推進し

ていく必要もあるためち (松月委員)

里_ 「専門的に行う医師等の育成」はすでに枠組みはあるのだから重点課題

から外しても良いのではないか。(野田委員)

「放射線療法、化学療法及び外科療法を含む集学的医療の推進並びにこ

れらを専門的に行う医師等の育成」とするべき。 (員 島委員)

2. 治療の初期段階からの緩和ケアの実施

●  「治療の初期段階」を「診断時」に変更するべき。 (松本委員、花井委

員、前川委員)

●  「治療の初期段階」を「がんと診断された時からの～」に変更すべき。

「診断時から～」だと、また、説明を要 しかねないので、分かりやすい表

記がいいのではないか。 (中 川委員、前川委員)

。 「診断時から切れ目のない、全人的な緩和ケアの実施」としてはどうか。

(松本委員 )

● _ 議員立法であるがん対策基本法に基づき、基本計画があることを考える

と、基本方針、重点課題、あるいは全体構成に大きく手を入れることは間

題と考える。特に、重点課題が法律の条文と対照 しているとすれば、この

ままにするか、「,台 療の初期段階からの緩和ケア」を「診断時からの緩和

ケア」にする程度でよいと考える。 (中 りll委 員)

「診 Lfl時 か らの緩和ケアと心のケアの実施 |と するべき。 (員 島委員 )

がん登録の推進

0  「がん統計」や「医療情報の充実」という大きな課題を掲げた上で、が

ん登録やがん対策情報センターの充実を記載するべきではないか。 (上田

委員 )

●  「がん統計および医療情報の充実と」がん登録の推進とするべき。 (員

島委員 )

追加すべき重点課題

●  「医薬品・医療機器の早期開発・承認に向けた取組」に加えて ドラッグ・

ラグの解消を重点課題とするべき。(天野委員)

●

　

●

重点課題にがんの予防をいれるべき。(前原委員、前川委員)

今回の協議会では小児、就労、教育、検診など現役世代が特に重要な課

題がとりあげられた。社会保障一体改革の中でも現役世代への支援は重要

視されており、こうした視点が必要ではないか。全体目標に「がんになつ

ても安心して暮らせる社会」が入るのであれば、重点課題L上「現役世代

または働き盛り世代への支援」といった文言を入れるべき。検診、就労、

小児などが読み込める。(本田委員)

ドラッグ・ラグは解決しておらず重点課題に追加するべき。未承認薬の

問題についてはかなり前進したが、適応外薬についてはまだ解決されてい

ない。 (員島委員)

●  予防や患者に対する相談支援、就労も検討に値する。(中 川委員)

●  就労世代が一定の治療を受けて社会復帰できるような支援を重点課題

として追加するべきではないか。 (花 井委員)

●  「がん検診に関する合理的な管理体制の整備」を追加すべき。

●  がん研究については幅広い分野に渡る問題である。専門委員会の報告書

も踏まえて重点的に取り組むべき研究課題を明らかにするべきではない

か。特に見直し後の推進計画の前半期に実現させるものとして、①新たな
治療法の開発導入に関するプロセスの改善、②がん検診妥当性研究と導入
評価体制の整備、③緩和ケアの質に関する調査研究の推進。(以上、江ロ
委員 )

●  検診に対する課題や意見が多く出されている現状をみると、検診体制や

受診率向上のための抜本的な見直しも重要。 (北岡委員)

●  「地域連携と在宅医療」を追加すべき。理由は、厚労省の示す医療制度

のビジョンでも、濃厚かつ高度な医療を集約化し、患者ひとりひとりの療

養を支える地域や在宅医療に重点が置かれる方向にある。これからの近い

将来における喫緊の重点課題としては、「地域の連携と在宅医療」の枠組

みを強化することが必須であると考えるため。(松月委員)

●  「医薬品・医療機器の早期発見・承認 1三 口1土 を取組」、「喫煙率の減少を

含むがん予防策の推進」を追記すべき。(員 島委員)

●  「就労」と「教育」の2つ を入れる昼萱Q畳 1三 高等教育が重要。がんに

罹つても差別なく日常生活が送れることが大切である。(原委員)

今までの議論を踏まえて、今後の 5カ 年で取 り組むべき重点課題を示す

必要がある。「¬ 放射線療法及び・・ :Jの 重に、「治療の質と量の向上

に向けた取り組みとして」の文言を追J日 ゝ[2:治療の初期段階・・・」

の前に、「がん患者及び家族のケアの質と量の向上に向けた取り組みとし

て」の文言を追加、「3 がん登録の推進Jの重に、「国民全体を対象とし

3.

3‐ 4・



5.

た■立蔓藍狙Ω塁壁菫塾2豊蜘 壁上聖lた皿豊上上二上の文抑

岡委員)

重点課題と全体目標の記載順について

■_ 基本方針のあとに全体目標、そのあとに重点課題を記載するべきでは

ないか。 (本 国委員、員島委員)

● _                       

…よいということではな く、全体 目標である死亡率減少や痛みのない生活

が送 られることである。手段とあるべき姿を取り違えないようにして欲

しンいo(本 田委員)

●  現行の順番の方がわか りやすいのではないか。(松月委員、前原委員)

●  基本計画は、あくまで、がん対策基本法の計画であるから、法律に基

づいた作成された現行の計画を尊重する必要がある。
●  全体目標のあとに重点課題となると、その次は「分野別施策～」とな

り、これこそ、 2つの冒頭に同じものが並ぶと言う形になり、おか しく

ならないか。また、現行計画で地方も計画を策定 しているのに、順序を

入れ替えると、「重点課題」の重要度が下がつたのか、なぜ、今回、入

れ替えたのか (な ぜ、最初から、そうしなかったのか)と いう説明が必

要で、説得力ある説明ができないのではないか (単なる見栄え論では却

つて不信感を買い、混乱 しはしないか)。 (以上、中川委員)

。  現行のままのほうが、県・国民は、わかりやすい。 (前川委員 )

0  全体目標と個別目標が並んだ方が、収まりが良い。 (前川委員、川越

委員)

●  がん対策基本法の精神を残しつつも、基本計画の後半 5年間で達成す

べき目標を前において、その下に重点課題を記載 してもよいのではない

か。 (上 田委員)

。_全 体目標の中に、「目標及びその達成時期の考え方」があるのは違和

感がある。本項目を別の箇所に移せばよいので1ま ないか。 (保坂委員)

。  全体目標、次に個別目標と流れる訳だが、その前に重点課題を入れる

というのは、これ らをより強調するという意味で、原案の構成を支持す

る。重点課題に対する取 り組みになみなみならない強い意志を示すのに

よいと考える。 (原委員)

分野別施策につい

●  「分野別施策及びその成果や達成度を測るための個別目標」を、「分野

別施策と個別目標」のように簡略化すベ

ー

旦主_

(分野別施策の構成について)

●  「1 がん医療」の中から地域連携・在宅医療を独立させ、新たに「地

域での総合的な患者・家族支援」として三2の分野を設けられないか。c公

本委員)

。  「¬ がん医療」の項目を、「がん治療1_と _[がんに関する医療・福祉

の地域連携と産業保健を含めた支援体制の構築」に分割。

「がん治療Jの 中には、「小児がん・希少がんに対する医療の質の向上 l

を追加。

●  「がんに関する医療・福祉の地域連携と産業保健を含めた支援体制の構

築Jの 中には、「(1)が ん患者及び家族を含めた生活の質の向上に向けた

相談支援体制の充実」、「(2)診断時からの包括的ケアの推進 (地域包抵

ケアを含む)」 、「(3)がん患者の就労を含む社会的な問題への取 り組み J

を入れる。

●  「働 く世代をがんから守るための対策」という新項目を新たに起こし、

「(1)がんの予防 (喫 煙 ,生活習慣の改善・感染症 )」 、「(2)がんの早

期発見 (検診制度のあり方も含む)」 、「(3)がんの研究」、「(4)子 ども

に対するがんの教育 (子 どもへの正しい知識を教える)と 社会全体への教

育 (現状の不適切な国民の認識を変える取 り組み )」 を入れる。(以 上、北

岡委員 )

●  「第 5 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」の

中の「6目 標の達成状況の把握及びがん対策全体を評価する指標の策定」

を、 コ番上に繰り上げ、「目標と施策、その成果や目標達成度を測るため

の指標、達成時期の考え方」と文言を変更する。 (員島委員)

(分野別施策全般について)

全体を通 じて、「医療機関や行政などJの表現が多いが、どこが主体で

行うのか明確にした方が良い。

●  「努める」、「望ましい」、「期待される」、「推進する」、「検討するJの
ような表現は、目指すべき方向が明確で無 くなると考えるので望ましく

ない。 (以上、前川委員)

「国立がん研究センターJと 「がん対策情報センター |の記載が混在

しているが、記載の内容によつては、がん対策情報センターだけではな

く、他の部門が実施 しているものもあるため、「国立がん研究センター」

に統一すること。 (嘉山委員)

(がん医療全体に関すること)

十分なインフオーム ドコンセン トを得るには、適時1生 ということキ〕考



丞二量ヒ生生きである。二童知の

`li撃

で、治療方針について理解できない二

五旦宣上._治療のュインに乗つて後顧の憂いを生み出している例は枚挙

にいとまがない。がスンと診断された患者の精神的衝撃に配慮し、説明や

インフォーム ドコンセントは診断時だけでなく、患者の望む時期とする

対応が必要であり、骨子案の文言に明記すべき。

診療ガイドラインの整備は大切だが、患者が主体的に自身のがんと向
き合い、医療チームと協働 して治療に取 り組むという姿勢が求めら墨て

おり、患者向けの「診療ガイ ドラインの解説」も同様に充実をはかる必

要がある。 (以上、花井委員)

2__ 「放射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実」、「がん医療に

者の育成」の後に、「診断時か らの緩和ケアの推進」

がくるべきではないか。緩和ケアはすべての医療者に普及すべきであり、

専門医療従事者の育成の後でよいと考えるが、少なくとも3番 目にしな

いと、後退 しているように見えるし、重点課題との整合性がとれない。

あるいは、 2番 目でもよいかと考える.(中川委員 )

1.  (1)放 射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実

(タ イ トルについて )

●  医療従事者の育成については別の項立てにすべき (門 日会長 )

●  チーム医療の推進も追加すべきではないか。(松本委員)

(現状)

0  「がん医療を提供する医療機関では、安全でかつ高い質の高いがん医

療を提供するために、がん医療のリスクを高める循環器疾患や代謝性疾

患などの治療にも対応できる体制を整備 し、多くの拠点病院がその体制

を含む基本的な医療提供体制について外部評価を受け、がん医療提供の

基盤を整備 してきた。」を追加。 (前 原委員)

(課題 )

0  2ポ ツロの末尾に「また、抗がん剤の過量投与、放射線の誤照射、手術

の部位間違い、複数の診療科が参加する手術におけるコミュニケーション

不足などによる医療事故が発生 し報道されるなど、医療事故を防止する取

り組みが不十分である。」を追加。 (前原委員)

(目 指すべき方向)

●  「患者自らが適切な治療法等を選択できるようにするため、担当医に遠

慮せず、他の専門性を有する医師や医療機関において、治療法の選択等に

関して主治医以外による助言 (セ カンドオピニオン)を 受けられる体制を

引き続き整備していく。」といった文言を個別施策に入れるべき。

放射線治療では、医学物理士などの技術系専門職の重点的な配置が、治

療の高精度化と安全性確保の両面から必要と記載すべき。(以上、中川委

員)

0_ 人材育成については次世代の医療を担うという意味で臨床研究に必要

な人材の育成もいれるべき。(野田委員)

「がん医療全体に関する二上上の1ポツロの末尾に、「必要に応じ、セ
カンドオピニオンを受ける権利があることを伝える:」 を追加。

●  「がん医療全体に関すること」の3ポツロ「他職種でのチーム医療」の

前に、「医師、看護師、社会福祉士、臨床心理士などの」を追加。
「地域崖療機関との切れ日の無しこケ

アの提供、および在宅療養を推進するため、看護師、社会福祉士を擁する

●  「放射線療法の推進」の 5ポツロ「他職種で構成された」の前に、「放

射線治療認定看護師などを含むJを追加。
●  「化学療法の推進」に、「専門性の高い化学療法を提供するために、化

学療法科などを設置することが望ましい。」を追JO。 (以上、原委員)

●  「化学療法の推進」の 1ポツロ「質の高い化学療法」を、「安全で効果

薬物療法に精通する医師ならびにがん薬物療法認定薬剤師、」に修正。(田

村委員)

0  「手術療法の推進」に、「夕ヽ科医療は個人の技量の格差やチームとして

の各施設感での格差が生まれやすい分野であり、(低侵襲手術治療や先進

治療の導入など)標準化に向けた評価法や教育システムの整備が必要であ

る。」を追加。

。  「手術療法の推進」に、「高度な先進技術の開発・導入に対しては適切

な普及と教育システムの整備び必要である。J査追加。
●  「手術療法の推進」に、「手術成績のさらなる向上には、大都市と地域

間での医療レベルの均てん化は必要であるが、比較的希な疾患などは地域

の中でのある程度の集約化も考慮する必要である。」を追加。
●  「手術療法の推進」に、「専門性を高め技術向上のために臓器別再編成

などの専門家の育成や高度進行がんなどでの手術療法の成績を上げるた

めには、腫瘍内科医や放射線療法医との協議のできる体制を築き、集約化

する必要もある。」を追加。

「手術療法の推進」に、「手術に関するインシデントやアクシデント事

例に学び再発防止策を講じる取り組みを継続的に行うことなどにより、安

全性が確保された上での質の高い医療連携を推進する。1を追加^



1´___上堕墨往療上2盤進

…

亘の宣い放射線治療の提供のため、

放射線診断医専l号 医による精度の高い画像診断との密些血墨塑量亜■生と

立に努める。J_を追加。

L_ 「放射線療法2J型量 のLlボツロの末尾に、Jと ともに、インシデント

…

2上

…

        り組みを継続的に行う

二上査墨上 2,」曇型至工塁圭 Lブt上 での質の高い医療連携を推進す

るっ」を追加。

「化学療法の推進」の 1ボツロの末尾に、「とともに、インシデン トや

エクシデント事例に学び豊発防止策を講じる取り組みを継続的に行うこ

と生互Lとり
=盪

全!L螢畦医主LL上での質の高い医墓連盤二上菫立登」
を追加。

「がん医療全体に関することJの 3ボツロを、「安心かつ安全で質の高

いがん医療を提供できるよう、手術・放射線・化学療法において、各職種

2立亜上二遺立上重理担家族の抱える様々な負担や苦痛に対応し、また、

インシデンに生アクシゴントの事例を共有しゝ 医療従事者FHQの連携と補完

を重視した多種職でのチーム医療や安全な医療の提供を推進する。また、

医療機関の診療実績のみならず、こうした医療の質向上について医療機関
が自ら外部の評価を受け、その結果を患者に随時提供する方法を検討す

る。」に修正。

二関すること」に、「がん医療だけでなく、多くのがん

患者|「 並存し、がん医療を制限したリリスク産高める疾患の治療体制を整

備する。」、「医療を提供する体制について、拠点病院が自発的に外部評価

を受け、その結果を住民に公表する。」を追加。(以上、前原委員)

,  どの療法においてもチTム医療の推進が課題であるが、受療者である患

者自身が、チーム医療について理解が及んでいない。理想的なチーム医療
は、患者もチームの一員として治療に取り組むことである。テーム医療と

は何か、どの職種がどのような役害1を 担うの/JNな どを患者自身が理解する
ための啓発的文言が必要である。

●  セカンドオピユオンは普及しつつあるが、患者のほうからはまだまだ言
い出しにくいのが現状である。診断時など、一通りの説明をした上で、担

当医より「セカンドオピニオンを受ける権利がある」ということを患者に

■  「がん医療全体 |三 関すること」の6ポツロの末尾に、「また、がん診療

連携拠点病院等の医療機関において、診療ガイドラインがどのように利用

されているか実態を把握しつつ、医療現場で]J用 しやすく、質が保証され

た診療ガイドラインのあり方や、診療ガイドラインの適切な運用方法につ

いての検討 を行 う。|を 追加 .

1二__週童墨盤菱塑型コ塾拠 の4ボ ツロの末尾に、二上上もに、J量□盤塵基土

実施するうえで必要な人員体制、質的管理体制、安全管I里 体制などの施設

の基準を、実施する放射線療法の範囲に応じて段階自里こ定める。特に、精

髪

療法の中核的な役割を担つている施設においては、専従の精度管理担当者

を配置するなど体制を充実させる。」を追加。

「手術療法の推進 |の 1ポツロの末尾に、「また、医師がて低侵襲治噴

を含めた先進医療や最新の医療の技術を習得するための体制を整備する。J

を追加。(以上t嘉山委員)

(2)がん医療に携わる専門医療従事者の育成

(現状 )

●  「国立がん研究センターでは、がん対策の一環として、全国のがん医

療水準の向上を目指し、医師、看護師、緩和ケアチームや化学療法チー

ム等の研修を実施 しており、平成 18年度から平成 22年度までの研修

の延べ修了者数は約 19, 000名 である。」を追加。 (嘉 山委員)

●  「高い専門性を持つ看護師や薬剤師などの医療従事者が、がん診療の現

場の診療科や診療部門に確実に配置され、医師と共にチーム医療を行なつ

ていることを評価する仕組みがない。」を追加。 (前原委員)

(目 指すべき方向)

●  「医療機関においては、看護師の認定・専門看護師資格の取得を促す方

策を講 じる。」を追加。 (原 委員)

●  「国立がん研究センターでは、各地域のがん医療の中核を担 う指導者的

な立場にある医療従事者の育成によリー層取り組む。」を追加。(嘉 山委員)

●  「拠点病院は、自発的に外吉F評価を受け、専門的な医療従事者を育成、

配置 している状況に関する評価結果を住民に公表する。」を追加。(前原委

員)

1  (3)が んと診断された時からの緩和ケアの推進

(タ イトルについて)

●  「緩和ケア」ではなく「緩和ケアの充実」とするべき。(前川委員)

●  「緩和ケア」ではなく「緩和ケアの普及と質の充実」とするべき。 (江

口委員)

緩和ケアが普及 しない理由は患者の理解不足が大きい。心の痛みは緩和

ではなく解決、解消であつたりするため、「緩和」という文言がなじみに



くい。「緩和ケア」という言葉自体を見直した方が主量のではないか。(原

委員、花井委員)

(現状 )

●  「がん医療に携わる医師」とは、具体的にどういう医師を想定している

のかが分か りづらい。(松本委員)

。_ 1ポ ツロ「緩和ケアチームを整備するとともに、」を「緩和ケアチーム

を整備 してきた8しか し、緩和ケアチームが実際に機能している病院と、

機能 していない病院との格差がある。」に修正。 (前川委員)

●  2ポ ツロの「基本的

ではな上`か。 (松 月委員)_

(課題 )

●  2ポ ツロ「日常のがん診療に緩和ケアを組み込むことが必要。」を「日

常のがん診療においても緩和ケアの心をもつことが必要。」に修正。(前川

委員)

●  「医療者や、患者・家族を含めた国民の中に、「緩和ケア=終末期医療」

という誤つた認識が、いまだに根強 く残っている。」を追加。

●  「緩和ケアとは、身体的な痛みだけでなく、精神的、社会的、霊的痛み

も含めた全人的なケアであるという認識が十分に普及 していない。」を追

カロ。

●  「緩和ケアの専門的知識を持つた医療者の数、質ともに地域によつて格

差が生 じている。」を追加。

●  「緩和ケア外来や相談窓口など受け皿は一部整いつつあるが、そこへ確

実に辿 り着 くためのシステムが不十分。」を追加。

●  「緩和ケア研修修了者の習熟度、効果などが見えにくい。」を追加。

●  「疼痛緩和や支持療法などに使用される薬剤についての未承認、適応外

の問題、保険査定の問題などが生じている。」を追加。

●  「家族ケア、遺族ケアが不十分。」を追加。

●  緩和ケアが浸透 していないことを認めた上で、対策が必要であるという

ことを明記すべき。 (以上、松本委員 )

●  「痛みなどの身体的な苦痛だけではなく、不安や抑うつなどの精神心理

的な苦痛に対する心のケアや、社会的な役割の喪失に伴う社会的な苦痛に

対する支援など、全人的な緩和ケアを提供 していくことが必要。」を追加。

(嘉山委員)

●  2ポ ツロ「すべての患者が緩和ケアを ～ 必要である。」を、「すべて

の患者が緩和ケアを受けられるよう、日常のがん診療に緩和ケアを組み込

むことが必要である。また、診断時の不安や落胆等の精神心理的苦痛を抱

11

●

　

●

える患者と家族が適切な精神心理的ケアを受けることができるよう、精神

的苦痛、社会的苦痛への対応をふまえた全人的ケアを提供するための、教

育研修ならびに研究支援をすすめる必要がある。」に修正。(天野委員)

,  「多くの患者 '国民が緩和ケアについて終末期に受 |り るもの、疼痛だけ

を対象にしているものなどと誤解が残っており、こうした誤解のため、適

切な緩和医療ケアを曇!ナ られなしさ患者・家族が少生くないことぅ」を追記。
(本田委員)

(目 指すべき方向 )

,  4ポ ツロ「診断時から緩和ケアが必要」を「診断時からの緩和ケアが必

要」に修正。

1ポツロ「望ましい」を肖J除。(前川委員)

がんによる痛みは身体的痛み、精神的痛み、社会的痛みがあるが、精神
的な痛みについての記載を十分に書き入れるべき。(天野委員)

「患者・家族の身体的、精神的、社会的な痛みを最大限軽減するため、医

療や介護、その他の社会保障制度などを総合的に活用して、積極的に取り

組む。」を追加。

「「診断時からの緩和ケア」という認識を医療者、患者・家族双方に定

着させるため、がん治療の流れの中に緩和ケアを組み込む。」を追加。
「緩和ケアチームの強化と、院内で実効力を発揮できるためのシステム

を構築する。」を追加。

「緩和ケア研修の効果の可視化を検討する。」を追加。
「身体的、精神的苦痛を軽減するために有効な薬剤が、確実に使用され

る体制を整備する。」を追加。
●  「家族ケア、遺族ケアそれぞれに対応した取り組みを検討、実施する。」

を追加。

●  「緩和ケアの相談支援体制を強化するとともに、院内の連携を図り、緩

和ケアチームなどの専門的緩和ケアヘの患者・家族からのアクセスを改善

する。」を追加。(以上、松本委員)

緩和ケアの研修は医療従事者だけでなく介護 '福祉関係者に対しても必

要。

教育に実習は必須であり「実習を重視した緩和ケアの教育プログラム」

としその重要性を強調してはどうか。(以上、川越委員)

「精神心理的な苦痛に対する心のケアをよリー層推進するために、医療

従事者が基本的な心のケアの知識や技能を学ぶ機会を増やしていくこと

ともに、精神腫瘍医等のがん患者の心のケアを専門的に行う医療従事者の

育成に取り組む。また、全人的な緩和ケアを進めていくために、緩和ケア

●

　

●



に関する研究についてもさらに推進 していく。」を追加する。 (嘉山委員 )

●  「基本的緩和ケア」と「専門的緩和ケア」との 2本立て研修アプローチ。

(江 口委員)

●  ¬ポツロ「医療従事者」を「かか りつけ医 (家庭医)を 含む医療従事者」

に修正。

●  3ポ ツロ「臨床心理士」、「社会福祉士」を追加。

■_ 4ポツロ「緩和ケアの言葉の定義」の普及啓発を追加 (タ ーミナルケア

と同一との誤つた認識が-11化 している)。

● __「ホスビスの充実Jが出て二な立、力L記載すべきrな いか2(以上、原

委員)

主_ 3ポツロ「緩和ケア外来をより機能的にするとともに、緩和ケアの質の

向上に向けた取組が必要である。」を、「緩和ケア外来をより機能的にする

とともに、身体・精神心理・社会的苦痛を軽減するための緩和ケアの質の

向上に向けた取組が必要である。」に修正。

整__がん患者の悩みとして大きな比重を占めるのが、「不安などの心の問題J

L対する支援の不足」であることが示されていることから、がん患者の精

神的な痛みを軽減するための施策が求められていることを明記すべき。
●  診断からの切れ日のない緩和ケアの提供において、疼痛などの身体的な

苦痛の除去や軽減のみならず、診断時の不安や落胆等の精神心理的苦痛を

抱える患者と家族が適切な精神心理的ケアを受けることができるよう、精

祖的苦痛、社会的苦痛全の対応を踏まえた全人的ケアの提供が求められて

いることを明記すべき。(以上、天野委員)

●  緩和ケアが浸透していない理由の一つに望校教育の問題がある。学校教

育の中で緩和ケアを教えることを追記すべき。(中 川委員)

●  PEACEプ ロジェクトが役に立って還元されているかについてはま

だ議論されていないことから、緩和ケア研修を受講することを強く書き込

む二とには反対。(lII越 委員)               .
0  緩和ケア研修を受講することを強く書き込んだ場合、対象となる医療従

いのではないか。(保坂委員)

●  1ボッロ「他£壁墾艶墜壁型二⊇いても基本的な緩和ケア研修を」を、「他

…

2壼ても、対話の五イホテゃ症状の把握等の基本的な緩和ケア

●  4ポツロ「緩和ケアが必要であることを普及啓発する。」を、「緩和ケア

が必要であることを、対象に応じて効果的に普及啓発する。」に修正。

■  5ポツロとして、「継続的な緩千2ケアの豊上を目的として、適塑上評価

彙 型 ¨

がある。Jを追加。(以 上、江口委塾
●  1ポツロの「基本的な緩和ケア研修」」童、「専門的な緩和ケア研修Jェ

ltな しヽ か ^(松 月委 員 )

1. (4)地 域における医療・サービス提供体制の構築

(タ イトルについて)

●  「地域連携と在宅医療」は「医療機関の整備等」と重なる部分があるこ

とから「がんの医療提供体制」とまとめるべき。(F号 国会長)

●  セカンドオピニオンの充実も重要であり、「医療機関の整備等 (セ カン

ドオビニオンの推進も含む)」 とすべき。(中川委員)

●  「診療ガイドライン」が作成されても、それに則つた医療が提供されな

ければ意味がないので、「標準治療の確実な推進」とすべきではないか。

(松本委員)

0  全人的ケアや心の痛みについては医療だけで解決せず、地域で生活を支

える提供体常lが必要。「医療」以外に「地域」という文言についても入れ

る生き。(松月委員)

福祉的な観点が重要だが、全体的に欠けている。 (,ll越 委員)

医療以外の文言を入れるのは難 しい。地域連携という文言を入れれば良い

と考える。(江 口委員)

(現状と課題 )

●  「がん医療を担つている医療機関の医療従事者が、在宅医療についての

十分な知識を持つていないため、在宅医療に円滑に移行していくための準

●  現在のPEACEプ ロジェク トの内容が本当に良いか疑間であるので、                 備やタイミングが不適切になることがあり、医療機関の医療従事者が在宅

この点を書き込むべき。 医療を十分に理解することが必要である。」を追加する。(嘉山委員)

。  「緩和ケア研修の研修内容について、患者・家族等の意見も聞きながら               ●  「介護保険の適応とならない40歳未満の患者への対応が不足してい

る。」を追加。

(以上、本田委員)                                       ●  「地域のかかりつけ医が、がん医療、特に緩和ケアについてどの程度の



知識と経験を持つのかが患者・家族にみえにくい。」を追加。

「連携によるメリッ トや、問題が生 じたときの対応などについて、患者・

家族への説明が不十分。」を追加。 (以上、松本委員)

「拠点病院間の診療実績の格差。」の後に「施設ごとに、提供 している

医療の内容が十分に情報公開されていない。」を追加する。

●  「拠点病院は、地域におけるがん診療の中核的な機関として、周辺のが

ん診療に携わる医療従事者に対して、研修等を通じた教育に取り組んでい

くことが期待されるが、その役割を十分に果たせていない。」を追加する。

(以上、嘉山委員)

―
量 ―目|         ―カルバスが整備されているJ旨が書かれ

ているが、一応がスび計画されてぃるということであり、実際はほとんど

発行されておらず整備されていることにならないと考える

…やすく記載すべき。(保坂委員)

0  [がん患者、ltに :全堕不可宣Jな がん患者が在宅で安心して過ごすために
は、在宅医療だけではなく福祉の充実と両者の有機的な連携が重要である
が、現状ではがん患者の特性 (短期間終了、若年、高い医療依存)に見合

つた質の高いケアが必ずしも提供されていない。」を追記。 (川 越委員)

。  「拠点病院の52:3%で 地域連携クリティカルパスが整備されている

が」とあるが、どの時期のパスなのか分からない。多くの病院では、拠点

病院の混雑を緩和するため、初期治療後に連携病院・診療所で行う薬物療

法、もしくは初期治療後の経過観察の連壁がスを中心に整備されている。

初期治療時だけではなく、進行がんの在宅療養や在宅緩和ケアとの連携パ

スの整備は、まだ十分に進んでいない旨明記すべきではないか。(本 田委

員)

(目 指すべき方向)

●  独居、在宅介護不能な高齢がん患者に対する療養支援を追加するべき。

●  進行がんに関する地域連携クリティカルパスの適切な仕組みは検証が

必要。 (以上、江口委員)

●  がん患者と非がん患者は異なる。「がん患者の身体管理についてはより

きめ細やかな知識と技術の取得が必要」とあるが「身体管理」だけではな

いので、「身体管理を中心とした トータルケアについては」としてはどう

か 。

●  「医療・介護等の現場担当者が定期的に連携体制を協議する場」は重要

だが、このような場がありすぎて現場は困つている。患者を中心とした関

係者が顔の見える関係を作れば十分である。

●  地域連携クリティカルパスはほとんど機能 していない。地域にあった形

で連携を進めるのが重要。緩和ケアについても大枠を標準化することが可

能だが、それ以外は個別の患者さんにより異なる。

主__上■2■生■二z        拠二型星二塁型症末拠ゴム豊五ニ
医療処置が専門的知識や技術を要するものなど)に も対応できるような専

門チームを地域に展開するとともに、現在ある緩型ケア病棟や無床・有床

するJ

及び、「在宅緩和ケアに必要な医療を迅速力とつ効率よく提供できるように

するため、福祉との連携の在 り方を見直す。」を追加。 (以上、川越委員)

●  「がん医療を行つている医療機関において、在宅医療、の移行に向けた

適切な準備を行い、適切な時期に在宅医療へ紹介を行っていくことができ
るよう、がん医療を行っている医療機関の医療従事者に対して在宅医療に
ついての理解が深まるよう、研修等の機会を充実させる。」を追加する。
(嘉山委員 )

●  「40歳未満の患者が在宅医療に関して支援が必要になつた際に、介護

保険によるサービスに相当する支援が受けられる取 り組みをイテう。」を追
カロ。

●  「患者・家族が安心 して地域のかか りつけ医を選択し、受診することが

できるよう、情報の公開に取 り組む。」を追加。

●  「がん医療、特に在宅患者を支える医療について専門知識を持ち、多く
の患者を診た実績のある地域の医療機関を核として、その地域のかか りつ

け医と共に実践と人材育成を行い、地域のがん医療の底上げを図る。」を

追加。 (以上、松本委員)

●  医療機関の整備の中に、セカン ドオピユオンの文言を入れるべき。 (前

川委員)

●  第 3者評価が必要ではないか。 (1‖越委員)

●  「県による独自の要件だけでなく、医療の質を確保するための第 3者評

価を受け、その結果を公表することを促進する。」を追加する。(前原委員)

●  以下を追加する。

> がん診療に関連 した医療機関については、各施設の役割や地域の状況

に応 じて提供する診療の範囲を明らかにし、その内容に応 じた財政的

措置が図られることが望ましい。

> 拠点病院に関 しては、それぞれの施設が提供 している医療の内容につ

いて、評価指標を定め、その評価結果を広 く一般に公開していく。
> 拠点病院は、地域のがん医療の水準の向上を図るため、周辺の医療機

関においてがん診療に携わる医療従事者に対する教育に取 り組むとと

もに、研修等の活動を通 じて地域の関係者との交流を深め、地域の連



携の促進を図ること。(嘉山委員)

0  「がん拠点病院の存在を、がん患者に知らせることが大切。地域によっ

ては、拠点病院の存在や意味を知らない患者がいる。」を追記。(前川委員)

1___「 患童                上

…

担当医に遠

¨ 峰 墾 饉i重塾肇螢ユLお いて、治療法の選択等L
EL壼笙L澄重墨壺J二上ヱ量塾■_堕塾壁」オピニオ2_
ユ壁壼壺童墨鋼型堕堅 _.■壺聾旦狂L呻 _

医療⊇曇墾塾辻拒量茎上≦凛豊査の生通Q重向上の観点ぬヽら介護・福祉サ

―ビスとの連携を進めるという祝点も含めるべきではないか。(本田委員)

■___2」
れ削除。(江口委員)

■  1ボッロ「これらの医療・サービスを確実に提供できるような環境を整

備する」の末尾に、「とともに、地域との連携促進を図り、その取り組み

につ量て外部評価上旦旦上造塁丘塗壷立五ュ」を追加。(前原委員)

(5)医薬品 ,医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

(現状 )

● _[二 のような取組により、未承認薬の ドラッグ・ラグには一定の改善が

丑められるものの、適応外薬の ドラッグ・ラグや医療機器のデバイス・

ラグの解決に向けた取組は十分ではない。」を追加。 (員島委員)

(課題)

,  3ポ ツロ「あらゆるがん種の治験を」の前に、「現行の制度下ではJを
追加。また、「あらゆるがん種の治験をすべて企業に期待することは困難

である。」を「企業主導の開発の努力が乏 しく、 ドラッグ・ラグのさらな

る拡大が懸念される。」に修正。 (原委員)

上  5ポツロ「幅広く検討を始めることが重要である。Jの 後に、「未承認

薬のドラツグ・ラグについては、その解消に関する目標が基本計画にお
いて定められていたが、未承認薬のラグの解消についても引き続き努め

るとともに、適応外薬のラグの解消についても新たに目標を定めるなど、

±1度改正も含めた抜本的取り組みが重要である。」を追加。(天野委員)

,  1ポ ツロの末尾に、「また、そのような小規模で質が十分でない臨床研

究が、研究機関で多く行われている。Jを追加。(前原委員)

(目 指すべき方向)

●  「小児がんなど、希少がんに対する抗がん剤の開発や、支持療法薬の小

児適応の取得のための企業治験を推進するための制度構築を検討する。」

を追加。
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(6)そ の他

i篭少がんJ          病用医薬品・医療機器については、

豊巴艶上上皇i獲麹幽墜壺己ヱ辺整亜塾墜込塵基基盤」究所を通用する

1ま か、新薬開発への企業支援を促立上めの法制度の検討など、より重点艶

な開発支援を進めるための具埜的な対策を検討する」 を追加。」し壁二塁

委員)

ュ_ _適応外薬、55年通知について記述がない。

■  4ポ ツロ「患者に対して臨床研究・知見に関する適切な情報提供に努坐

登。」の後に、「適応外薬を保険診療下で使いやすくするため、海外ェー定

のエビデンスに基づき標準治療とされている場合や、国内学会のガイドラ

エンで規定されている場合、■に治療薬の再審査期間が終了して後発品が

にならい、透明性の高い審査機関に保険償還の里断を委ねる制度改正など

を検討する。」を追加。(以 上、天野委員)

適応外薬について解決に向けた施策が新 しい 5カ 年計画で打ち出され

るべき。

ジェネリックに関しては、薬価の問題があつて臨床試験のインセンティ

ブがイ重力いて いない^新 l´ い体制作 りを検 討す るべ き .

L
生させていることから、早急な制度構築が必要である。」を追記 (以上、

員島委員)

0 「特定の施設においては、保険適用前の薬剤や機器の使用制限を緩和 し、

ラッグ・ラグやデバイス・ラグの解消につながる制度と体制の整備を行う。J

を追加。(嘉山委員)

0  3ポ ツロ「引き続き、有識者会議を定期的に開催 し、」について、「医療

上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」のことなのか、新たに何

か「有識者会議」を立ち上げて検討二進めんと_墜 うことか明確にすべき。

●  「適応外薬の取 り扱いについては、国際的な科学的知見に基づき必要な

患者が実際の治療の場で利用できる海外の制度も参考にしながら、一定の

を重点的に推進するため、」に修IE Q_ま た「がん研究者のネッ トワークを

支援することで、」を、「がん研究者のネッ トワァクを確立し、重点的に支

援することで、1に修正。 (前原委員)



(現状と課題 )

2_ 1ボ 2目 の末尾に「ま」二」昼理塗埜の取り違えによる誤つた手術の塁

施や検査結果の見忘ね′などの病理に関する医療事重が五

―

」

を追加。(前原委員)

0 3ポ ッロとして、「希少がんについては、これまでのがん対策におい

二重上地上遅れてし主主ため、診療ガイドラインも未整備なケニ塁が多く、

症状に精通した専盟医も少ないことから、長期間診Lllさ れずに、症状に

苦しみ、見過されて大きくなってから、あるいは車云移した後に発見され

早々に命を主立患者も多上`。また、国際的に有用とされる検査法や治療

薬が承認されていないことも多く、患者は抗腫瘍薬の個人輸入や海外ヘ

の渡航で凌いでいるケースもあり、日常的診療が極めて困難な状況であ

るっ」を追加。(員島委員)

(目 指すべき方向)

0  1ボ ツロ「連携体制の整備などによる地域偏査の解消と共に、」を、「業

務の安全管理や診断能力の地域偏在の解消を図ることにより」 に修正。

(前原委員)

施設に関する情報提供を求めており、希少がんl_関する情報の集約・発

1言 、相談支援体制、中核的な専門機関のあり方11っ いても今後検討を進

める必要がある。また、希少がんの有用な検査法と治療薬の早期承認を

可能にする基盤整備も必要である。」を追加。 (員島委員)

2  がんに関する相談支援及び情報提供

(課題 )

●  2ポツロ「相談支援センターの実績や ～ 懸念される。」の末尾に、
「実績に応じた人員配置に対する補助が必要」を追加。 (前原委員)

。  「解決できると期待 し相談する患者、それに応えられない相談支援セン

タースタッフの落差を埋めなくてはならない。」を追加。

●  「患者必携」は、がんと診断されたすべての患者にとの目的で作成され

たが、その存在を知らない患者が多い。診断時に医師が伝える、病院の売

店に置 くなど患者に知らせる方法を考えなくてはならない (以上、前川

委員)

●  「拠点病院の相談センターをはじめ様々な取 り組みがなされているが、

必要とする患者・家族が確実に辿 り着けるシステムが不足している。」を

追加。 (松本委員)

1%‐

0_ 「がん情報センターなどの医療機関についての情報は、多くは項目の羅

列であり、患者にとつて医療機関を選択する際に真に有用なものとなって

いない。」を追加。(原委員)

0  「各種調査によって相談支援セ_ン ターの認知率が低く、利用が査立てい

ないことが指lllさ れている」を追記。(本 田委員)

(目 指すべき方向)

●  「医療施設と患者の間に立ち、公平な立場を保つ、独立したがん支援専
門職 (がん医療コーディネーター)等の育成などについても検討を開始す

る。」を追加。(前原委員)

(D  lポ ツロ「相談支援センター間での情報共有や」を「相言炎支援センター

間での情報共有をし、他の相談支援センターを紹介できる体制を作る。ま

た、」に修正。

●  4ポ ツロ「全国の中核的機能を担うことが期待される。」を「全国の中

核的機能を担うこと。」に修正。

●  「相談する対象が現在、点在している。これを面となるような相談体制
にし、がん患者・家族が無駄な労力、無駄な時間を使わないですむように

する。情報集約が必要。」を追加。(以上、前川委員)

●  「がんの診断後すぐに、拠点病院の相談支援センターに必ず繋がるシス

テムを構築し、その後患者・家族が希望するときに支障なく相談し、支援

を受けられる体制を整備する。」を追加。(松本委員)

●  1ポ ツロ「相談支援センターの人員確保に引き続き努めるとともに、」

のあとに「研修の内容を充実させる。また、」を追加する。
●  「拠点病院の相談支援センターにおいて、施設ごとに、相談の件数が大

きく異なり、相談件数が多い施設においても、適切に相談に応じていくこ

とができる体制が確保できるよう、地域におけるがん診療に対する貢献の

大きさ等を反映した、相談支援センターの運営に必要な財政的措置が図ら

れることが望ましい。」、「医療関係者や福祉関係者が、がん患者等に適切
に情報を提供していくことができるよう、医療関係者や福祉関係者に対し
て必要な支援ができる体制を構築すること。」及び「世の中におけるがん

に関する不適切な情報について、中立的な立場で評価を行い、評価結果を

広く周知していく体制が構築されることが望ましい。」を追加する。(以 上、

嘉山委員)

●  「医療機関の診療実績の量的、質的な情報を提供する。」を追加。(原委

員)

●  1ポ ツロ「本目談支援センター間での情報共有や相談者からのフィー ドバ

ックなどを通じて、相談支援の質の向上に努める。」の末尾に、「また、不



安等の精神心理的苦痛を抱えるがん患者や家族が適切なケアを受けるこ

とができるよう、相談員に対して基本的な精神的なケアに関する研修を進

めていくとともに、精神1重 瘍医等の専門家による診療が必要な相談支援セ

ンターの利用者については、適切なタイミングで円滑に受診ができるよう、

体制を整備していく。」を追加。
■_が ん診療連携拠点病堕におりる相談支援セ立上三二は、精神腫瘍医など

の皇皿              董痛を抱える患者と家族仝2■量
を充             (以 上、天野委員)

上___生菫2■割だ旦ICま かなうのは無理であり、民間の力を導入するこ上

―

■  上fツ ロ「より多くの人力滋目談支援センターを活用し、相談支援セ立
ターの質を向上させるプL⊇上上 とあるが、相談する患者の期待に応ぇ患

者の利益を守るためには、最初から一定の患者支援力を備えた人員を配

置すべきである。
。  」ボツロ「相談支援の質の向上に努める」の文言の前に、「地域のがん

患者団体と連携協力し|の 文言を入れる。

。 _2ざ :2園 112いて2回は、―定の研修を修了し質の担保されたビアサ
ポートが必要という議論を経て「ピアサポーターの標準研修プログラム」

峰
機関偶1に もピアサポート導入の扉を開いてもらわなくてはならない。「望
ましぃ」では努2コ ロ標とも思われない。「拡大する」としてはどうか。(以

上、花井委員)

。  「がん患者・経験者との協働を進め、ビアサポー トをさらに拡大する

ことが望ましい」とあるが、「同サポー トの質の担保のため、ピアサポー

体制の整備を進める。」を追記すべき。 (本 田委員)

3. がん登録

(タ イ トルについて)

。  「がん登録」ではなく「がん登録の法制化とシステム化」とするべき。

(江口委員)

(目 指すべき方向)

0  「がん登録」では国の役割を明記する必要あり。 (江 口委員)

●  4ポ ツロの「将来的には法制化することも視野に入れ」の前に「効率的

な予後調査体制を構築 しつつ、」を追加する。 (嘉山委員)

4  がんの予防

(タ イ トルについて)

●  「がん予防」ではなく「がん予防対策」とするべき。(江 口委員)

(目 指すべき方向)

勢 二を生じめとした生活習慣に関わるり昼
=ク

要因の改善や、ど生の

原因となるウィルスや細菌など2の感染予防など、既に予防効果に関立る
エビデンスが明白な領域について、対策をよリー層強化 CJ/D。 」を追加ェ_

0  「基礎研究や予防介入研究、政策研究などの、がん予防に関する研究体

スを構築する。さらに、エビデンスを基に、中立的な立場からリスク評価

を行い、科学的根拠に基づく政策提言を行う組織・体制を整備する曇_二

追加。(以上、嘉山委員)

行う、喫煙率の低下に向けた活動を支援する。」を追加。(前原委員)

5. がんの早期発見

(タ イ トルについて)

●  「がん検診」ではなく「がん検診の体制整備」とするべき。(江 口委員)

(現状 )

●  4ポ ツロ「しか しながら、職域等におけるがん検診の受診率や精度管理
｀を定期的に把握する仕組みがない。」の後に、「がん検診予算が、使途が市

町村の裁量に任される一般財源化されたことで、財政状況が厳 しい市町村

はがん検診に回さず、他の事業に使用してがん検診予算が空洞化している

することとなつたことから、例えばサラリーマンの妻 (被扶養者)の場合

などにおいて、がん検診の受診機会が複雑になり、受診率の低下を招いて

いる。」を追加。 (天野委員)

(目 指すべき方向)

●  現行がん検診の質の検討。検診業務入札制の実情調査と再検討が必要。

●  がん対策の柱として、がん検診集計 DBと統計解析等を統合 し、システ

ム化する。

●  国の事業として多職種専門家によるア ドバイザリーボー ドの設置。主体

がどこかが書かれていない。

2ポツロ「国は国内外の知見を収集し、科学的根拠のあるがん検診の方

法等について検討を行う。」を、「国は、がん検診に関する専門委員会を設

置 し、がん検診に関する適切な対策を推進させる」に修正。 (以上、江ロ



委員)

。  「国民にがん検診の制度をわか りやすく説明するほか、その意義につい

てが生の早期発見率などの具体的な数字などを用いて啓蒙を行う。Jを追

加。 (原委員)

0  2ポ ツロ「国は国内外の ～ 検討を行う。」を、「国は国内外の知見を

収集 したうえで、有効な検診を正 しく、より多くの人に実施できるよう検

診機関や

。  「検診実施主体は、受診者の負担や不安を軽減するために、結果が出る

までの時間短縮や結果のわかりやすい伝え方などに努める。」を追加。(以

上、松本委員)

や一般財源化の問題についても言

及が必要。 (天野委員)

0  市町村の行うがん検診は、手続きを簡便にすることで受診率向上につな

がる ()ヽ ガキ ¬枚で、すべての検診を可能にするなど)。 (前 川委員)

「科学的根拠に基づいた手法によるがん検診のガイドラインの整備を進

めるとともに、有効性がまだ不明の検診の実施についてはガイドラインを

参照し検討を進める。」を追加。

4ポ ツロの末尾に、「また、がん検診の受診率が上がることによる医療

現場への影響も考慮 し、わが国において効率的にがんを早期発見 していく

ための体制に          追加。 (以上、嘉山委員)

6.が ん研究      
｀

(現状 )

●  「これまで国立がん研究センターは、日本におけるがん対策の中核機

関として基礎・臨床及び公衆衛生研究に精力的に取 り組み、厚生労働科

学研究費補助金第 3次対がん総合戦略研究事業及びがん臨床研究事業の

研究費配分機能を厚生労働省より移管され担 うなど、厚生労働省とも適

切かつ緊密な連携を取 りつつ、新たながん医療の実現に向けての政策提

言やエビデンスの創出を進めてきた。がんの基礎研究から医療の標準化

に至るまで日本のがん対策全体を把握 し、様々な問題に対する時宜を得

た対策等の意志決定に関わ り、成果をあげてきた。」を追加。 (嘉山委

員)

(課題 )

0  5ポ ツロ「これらを国民に対して積極的に公開することで、国民やが

ん患者のがん研究に関する理解を深める必要がある。」を、「これ らを国

民に対 して積極的に公開することで、国民やがん患者のがん研究に関す

る理解を深めるととも1玉 がん患者の視点に立2た がん研究の推進のた

坐L二至K』重2カコ上の盤団匹2場などにおけるどん患五の参画を進め
る必要がある。」に修正。 (天野委員)

●  「がんの早期発見技術の進歩により、日本におけるがん全体の 5年生

存率は今や60%に なろうとしてしヽる。多くのがん種にお|り1る 死亡率も顕

著な改善が認められ、がん種によっては世界を主導す乙がん医療を実現
できている。しかし、依然として、1撃 がんや胆道がん笠の一部のがんで
は、5年生存率はいまだ 10%前後にとどまつており、

けての国家的な戦田各の構築が必要である。」を追加。

●  「近年、がんは極めて多様性の高い疾患であることが明らかにされ、

個々のがん症例に応じて、より有効で患者に優しぃ個別化されたがん医

_量二塞』立五上坐ニニ壁迦上疸理上望 と優良な診豊豊報にリンクした質

の高いバイオバンクの構築をオrル ジヤバンの体市Jで取り組む必要があ

る。」を追加。(以上、嘉山委員)

●  2ポ ツロ「創薬や機器開発等を」の前に、[壁究基盤を整備し、」を追

加。(原委員)

(今後の方向性)

●  新たな治療法の開発導入に関するプロセスの改善として、がん緩和

支持療法の臨床研究体制を関連学会などを通 じて整備する。

がん検診妥当性研究と導入評価体制の整備として、がん検診に関する

多職種専門家による実践的ア ドバイザ リーボー ドを設置・運用する。

緩和ケアの質の調査研究の推進として、定期的な大規模調査研究に関

する常設委員会を組織する。

●  キャンサーサバイバーに関する社会支援の研究体制を整備する。(以上、

江口委員)

「社会における、がん研究推進全般に関する課題を解決する |の 3ポ
ツロを、「国内外のがん研究の推進状況を俯轍し、関係省庁の連携を促進

ならびに研究者間のコ三デイネ

「

卜を行い、わが国において必要な研究

の方自1生 を決定・実現査量る機能を持った常設の組織を構築する。」に修

ツロに「倫理指針の改定Jと あるが、適切な被験者堡護に取り組む旨を
一項目たてて明記するべき。1臨床研究へのがん患者の参画の促進する」

と明記している以上、「被験者保護」の項がないのは患者・国民に理解さ

れにくい。(本田委員)

●  「社会における、がん研究推進全般に関する課題を解決する」の2ポ



21J上が∠笠止童⊇理墾⊇』ニヒを図り二監床研究へのがん患者の参画を促

進す血主J_生ェ_[■1生量豊窒2壁解の深化を図り、臨医研究へのがん患者の

参画を促進・lる とと上に、がん研究の方向性の検言1の場になどLお ける

Jを

…

奎上二塁五上上修正。(x里量 量L
■__「次世代の個男り上され止塾立」型墜の量型彊」塑ナ

空塗■墜左■上≦運営し、精度及び質の高い研究成果を継続して生み出し

ていく必要がある。」そのために、厚生労働省をはじめ、関係府省等と―

体となって、俯轍的かつ横断的な視点をもってがん医療・がん研究を計

幽 壺量生
=亜

逮ビ霊菫壁生二国立がん研究センタ三二その責務の三端を

囃 p上 を追加。
● _「今がんで五じむ患者に有効で安全ながん医療を届けるためのがん研

究を推進するJ_2ポツロの末尾に、「既存薬及び未承認薬の臨床試験に際

Lェ週空△上堡上上塾壺基重選択して試験を実施するために必要な臨床

研究を推進し、優良な医療シーズを生み出すための基礎研究を充実させ

る。」を追加。
● __[明 日のがん患者のため、新たながん診断 '治 療法を開発するがん研

…

‐11ド ツロの末尾に、「また、国民全体の健康向上のために、

。  「将来のがん患者を生まないためのがん研究を推進する」に、「大規模

な公衆衛生研究や予防研究が効率的に実施される体制を整備 し、がん予

防推進のためのエビデンスの構築と発がん要因の解明を推進する。」を追

カロ。

●  「社会における、がん研究推進全般に関する課題を解決する」に、「政

策研究を支援する体制を強化し、がん予防やがん検診、医療の提供体制

拠に基づいたがん対策の立案に利用する。」を追加。
●  「社会における、がん研究推進全般に関する課題を解決する」の 3ポ

ツロ「新たな組織Jの 「新たなJを肖1除。 (以上、嘉山委員)

フ  小児がん

(現状)

。  1ポ ツロ「小児 から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症する多種

多様ながん種からなる。」を、「生活習慣とは関係なく乳幼児から思春期、

若年成人まで幅広い年齢に発症 し、成人とは異なる多種多様かつ予防が出

来ないがん種からなる。」に修正。

●_ 3ポ ツロ「日常生活や就学・就労に支障を来すこともある。」を、`「診断

後長期にわたつて日常生活や就学・就労に支障を来す。」に修正。(以上、

天野委員)

。  「日本小児血液 L            療の専門医制度が三二2■
年より開始され、研修指定病院が指定された。J_生追血L_

●  「国立成育医療研究センターにおしさて、医師、看護師、薬斉1師、研究者

等に小児力こん系統講義を開催し、平成」9年度から平成20年度において
延べ 2.26¬ 人が研修を修了した。また、小児がん1青 報ステーションを

■墨 __■

ラーニングを120名 が受講した。」を追加。(以上、原委員)

(課題 )

●  1ポ ツロの末尾「懸念される。」を「懸念されている。」に修正。(前川     .
委員)

●  「小児がん領域は、製薬企業にとつて魅力に乏しい分野であるため、新

規抗がん剤の開発が著しく遅れている。」を追加。 (原委員)

●  1ポ ッロ「受けられていないことが懸念される。」を、「受けられていな

い。」に修正。

●  2ポ ツロ「患者の教育環境や自立に向けた支援、家族への配慮が必要で

ある。」を、「患者の教育環境や自立、患者を支える家族に向けた長期的な

支援や配慮が必要である。また、治療後も続 く、患者家族の再発への不安

に対応し、長期間にわたつてさまざまな合併症や二次がんをケアする長期

フォローアップの体制が不十分であり、早急に体制を整える必要がある。」

●  「わが国の小児がん領域の研究基盤は脆弱であり、臨床試験や疫学研究

の遂行に支障を来している。」を追加。

●  「患者の集約化に伴い、大学を始めとする教育機関での学生教育、専門

医教育に支障をきたすことが危惧される。」を追加。(以上、原委員)

(目 指すべき方向)

●  治療は拠点病院でフォローアップは地域の医療機関のように役割分担

をするべき。

●  医師の教育についても患者を集約した上で行うべき。

●  小児の在宅医療も重要である。現状、NICUの 患者の退院先がなく満

床が続いている。(以上、川越委員)

0  3ポ ツロ「小児がん拠点病院を中心として他の医療機関等との役割分担

と連携を進める。」の「他の医療機関等」の文言を、「Jヽ 児がんの専門病院



やその他の医療機関等」に修正。

● __2ボツロ「小児力1ん拠点病院 _ll■ 称)を整備 し、専Pl家 による集学的医

療の提供 (緩 Iロ ケア笙含む)Jを 、「ノ
lヽ 児がん拠点病院 (仮称)を 整備 しニ

小児が■1三 対する高度な医療提供に従事してしヽる全国の専門家による集
学的医療の提供体制

`緩

和ケア_を 含む)、 」に修正。(以 上、前原委員)

0  4ポ ツロを前半と後半に分割 し、2行 目の小児がん以降の部分を「小児

がんに関する情報や小児がん拠点病院の診療実績などを集約・発信する。」

に修正。コールセンター以降の部分は別項とする。

●  「小児がんの疫学データを把握 して小児がん医療の向上に資するために、

臨床情報も含んだ小児がん登録を実施する。」を追加。

●  「長期フォローアップ体制の確立とデータベースの構築を行う。」を追

カロ。

●  「小児がん領域の臨床試験の推進、抗がん剤の適応取得などを迅速に行

うための基盤整備を行う。」を追加。

0 「小児がんに対する新規抗がん剤の開発や支持療法薬の小児適応の取得

を推進するための制度を構築する。」を追加。

●  」ポツロ「小児がん固有の現状と課題Jの前に、「思春期、若年成人が

んを含めた」を追加。

を追加。「専門家による」の前に、「4ヽ 児がん診療を網羅する複数の」を

追加。「適切な療育環境」を、「適切な療育、教育環境」に修正。「相談

支援等の体制の構築」の前に、「セカン ドオピニオン体制の整備を含む」

を追加。

●  4ポ ツロ「Jヽ児がん拠点病院を中心として他の医療機関等との」を、「4ヽ

児がん拠点病院を始めとする地域における小児がん治療の中核的病院と

地域小児医療機関等との」に修正。また、「月ヽ児がんに関する情報を集約・

発信 し、」を、「4ヽ 児がんに関する情報や診療実績などのデータベースを構

築 し、信頼できるデータを一元的に集約・発信 していくことや」に修正。

●  「小児がん経験者が安心して暮 らせるよう、地域において長期にわた り

フオローアップガイドラインに基づいたフォローアップができる体制と

ともに、小児がん経験者の自立に向けた心理社会的な支援についても検討

する。また、20歳 以上の患者 (経験者を含む)の医療費支援のあり方の

見直 しt障害者支援に関する制度など、他方との整合性についても検討 し、

活用可能な体制を確立する。」を追加。

●  「小児がん拠点病院や中核的な施設の運営について、医療関係者のみな

らず、患者とその家族から、評価、助言を受ける体制を壁塞する。」を追

加 っ

■  「小児がん            
… …

など

の基盤整備を行い、効率的に実施できる体制を整備する。」を追加。
● _「小児がんについての教育、研修を効果的かつ効整的に行うための教萱

機関、医療機関とのi墓 携方法を検討する。|を 追加。 (以上、原委員)

●  3ポ ツロを、「患者が速やかに適切な治療が受けられるよう、初期治療
の段階では地域の医療機関から小児がん拠点病院への連絡や患者の移動

がスムーズに行える体制を整備するとともに、その後、患者が発育時期を

可能な限り慣れ親しんだ地域にとどまり、他の子どもたちと同じ生活・教

育環境の中で医療・サービスを受けられるよう、小児がん拠点病院と地域
の医療機関等との役割分担と連携を進める。さらに小児がん経験者の自立
に向けた心理社会的な支援も行う。」に修正。

●  4ポ ツロ「小児がんに関する情報」を、「4ヽ児、思春期、若年成人がん

に関する情報」に修正。
●  4ポ ツロ「機関のあり方について今後検討を進める。」を、「機関のあり

方について、医療関係者、患者、家族が参画する評価体制に基づいて、今

後検討を進める。」に修正。(以上、天野委員)

8. がんの教育・普及啓発

(タ イトルについて)

●  成人に対するがん啓発と学童に対するがん教育は男1に 扱うべきであ
り、「がん啓発・がん教育」とするべき。(中 川委員)

(現状 )

●  1ポツロ「民間を中心とした ～ 様 な々形で行われている。」を、「民
間を中心としたキャンペーン、がん検診普及啓発や市民公開講座など

様々な形で行われているが、それぞれが単発的で充分な効果が表れてい

るとは思えない。」に修正。
● 「「患者必携」は、情報収集が苦手な世代には、知られていない。」を追

加。(以上、前川委員)

(課題)

● 「小児、青年期のがん患者は内申点などで不利な扱いを受け、進学が困

難になつたり、高校では留年や退学を余儀なくされることがある。」を追

加。(原委員)

(目 指すべき方向)

●  がん教育は、義務教育・高校の段階と大人を明確に区男1し 、それに対

応すべきである。
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■_ _1巳通す赴 左■20壼止_こ ¨ 宣主及び高校生へのがん教

艶 =_Iユ:_旦監fゝ⊆塾ユ塾豊上当坐壁差J_.[L_」童y皇謎盪遂遊全⊇皇

J2量2呈生二塾並興 項立てとすん。

主__J三二_鎮 _及 び高校生へのがん教育」

二健虫1■2上主二皇び、自らの身体を管理する能力生査うことが必要。そ

の上塁■■墨__塗痴止整」する正しい知識と認識を持つこと力羮 堕
出 をと怪とLと邊隆笙自幽陛【二二土L『がん教宣上を実施すべき

【立立象止=墨狂童蛭 1主主子どもががんを怖がらないように工夫したう

i工二
・

動 Lさ や健康の大切さ、またいのちの大切さも含め教育す

LAさ上が■遷基望憂壁■盈:や がん経験者の協力得て、がんを正しく理解。

どん患者にユしても正Lい認識を持つよう指導する。」の4項 目を入れ
も し

■___上上二⊆亜ヒ壼堕隻笠塾童止

…

中には、

と同文を入れる。
●  「3 がん患者と家族への学びΩttQ提供を聖檻上の中には、「がん

と診断されたときに、がんと向き合い、自分の病状や治療の選択肢を選

ぶことが出来るような環境の整備が必要。 (医療スタッフ・がん相談支

援センタニなどへのアクセス)」 を入れる。 (以上、前川委員)

「学童へのがん教育」については、内容・方法の妥当性と有用性を長

期的に第 3者評価する必要あり。学童への教育は実行できるが、長期的

な効果は不明で検証されていない。

対象を特定 し、対象別の教育方策が必要である。学童、医療関係学生、

医療・介護関係者および行政関係者等、または、患者・家族、がん以外

の通院患者、一般市民など。さらに、教育効果および有用性評価とフィ

ー ドバックが必要。 (以上、江口委員)

1ポ ツロ「子どもの時から健康について学び、」を「義務教育段階で

「健康といのちの大切さ」について教え、」に修正。

「正 し′い知識と認識を持つことが重要」を「正 しい知識と認識を持つ

よう指導することが重要。」に修正。

「がんを正 しく理解 し、がん患者に対 しても正 しい認識を持つことが

必要である。」を「「がん」や「がん患者」を正しく理解するよう指導す

る必要がある。」に修正。

3ボツロ「がん患者・家族等が ～ 環境を整備する。」の末尾に「そ

のためには、死生観の確立の必要性があり、死生観の教育も伴う。」を

追加。

「がん教育は、義務教育段階と、大人とを明確に分けるべき。そのた

めには、文科省の協力が必要である。」を追加。 (以 上、前川委員)

●  「学校教育において、がんという疾病そのものの知識だけにとどまら

ず、いのちについての学習も必要。」を追加。

二_ 「職域において、予防や検診についての啓発と同時に、被雇用者がが

んと診断されたときの支援体制などについての啓発も必要。」を追加。

■___二家族自身の心身のケアの必要性などを学ぶことのできる環境を整備

する。」を追加。 (以上、松本委員)

。  「がん患者の児童、学生が、継続 して適切な教育 堡養畳と童二重己ユ

を受けることができるよう教育関係者へのlClき かけを行う。」を追加。

(原委員)

2  子供のがん教育は、都道府県、市町村レベルでも教育委員会などと協

村の責務として推進するような内容の文言を入れてはどうか。 (花井委

員)

9. がん患者の就労を含む社会的な問題

(現状 )

●  「がんに罹患 しており、がん患者・経験者の中にも長期生存し、社会

てがん患者・経験者の中にも長期生存し、社会で活躍している者も多い。」

に修正。 (天野委員)

(課題 )

0  1ポ ツロ「就労を含めた社会的な問題Jを 、「就労や経済的負担を含

めた社会的な問題」に修正。 (松本委員)

。  就労問題だけでなく、「がん」と「がん患者」に対する偏見、誤解が

まだあるため、がん患者は「尊厳ある存在」と他者に見てもらえないの

ではないかと悩み、自分自身でも「不要な人間になってしまったJと い

う思いに囚われ、苦しめられている。こうした偏見、誤解の存在も問題

であり、加えるべきではないか。 (本田委員)

●  3ポ ツロ「適切な相談支援や情報提供が行われていないことが懸念さ

れるё」の後に、「治療の進歩に伴い、がん患者の医療費負担が増 してお

り、金の切れ目が命の切れ日となりかねない状況がある。特に、長期に

わた り継続 して高額の負担を強いられるがん患者の経済的負担の軽減

のための施策を継続的に検討する必要がある。」を追加。(天野委員)

(目 指すべき方向)

●  行政の役割だけでまかなうのは無理であり、民間の力を導入すること
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を明記した方が良しヽっ(原委員,

。  (目 指すべき方向)の末尾に、「以上の取 り組みは、疾病に苦 しむ国

民に対する公平、公正な支援という考え方を基本とし、がん以外の疾病

の罹患者とのバランスにも配慮 tノ て行う。」を追加。 (前原委員)

望__」堕迦ユ皇旦生量旦立五止_奎の方策について、関係機関との協議の場

全塾量 _生どLて検討を進める。」を追加。

望__但△豊主主土立上二零細企業で働く人などへの対応は「職場」だ|り玉
は不十分であ上重量墾墜塑量堂⊥堕壁整全宣ど、あらゆる資源を
活用することが必要であることから、「地域資源を,舌 用したがん患者・

経験者に対する相談支援体制の充実」を追記すべ宣聾 、松本委員)

、1青 報提供をすることまでは実1し いと聞 く。近年、増

加の一途にある非正規雇用の場合は相談すべき窓口を得られにくい。が

んと就労に関する公的な相談窓口を設置すべきである。

●  就労可能ながん患者が働 くには、環境整備に関する事業者の努力も大

切だが、夜間や土日などの一部に化学療法を受けられるような取 り組み

も必要ではな上ヽか。 (以 上、花井委員)

「偏見、誤解を解消していくため、「がん 1と 「がん患者 |に 関する

正しい知識、情報を広く国民に提供していくことが必要Q就労問題に関

する職場、同僚への理解を促進するためにも必要ではないか。Jを追記。

(本田委員)

■  2ポ ツロを、「就労に関しては、がん以外の患者へも配慮しつp、 関

係者が協力して、がん患者・経験者の就労に関するニーズや課題を明ら

かにした上で、がん教育の促進、事業者への情報提供、地域資源を活用

したがん患者・経験者に対する相談支援体制の充実を進める。」に修正。
●  3ポ ツロを、Iさ らに、がん患者が安心して働くためには、医療機関、

産業医 、人事労務管理者等との間で情報共有使連携を進めるとともに、

医療機関においても患者が働きながら治療を受けられるような罰慮配

慮が必要であることから、がん家族・経験者のプライバシーに配慮をし

つつ、関係者 との調整の下、治療と職業生活の両立を支援するための

仕組みについて、検討する。」に修正。

●  4ポ ツロを、「就労可能ながん患者が働くには、事業者においても、

従業員ががん患者となった場合に、当該従業員が勤務を継続しながら、

治療し、又は療養することができる環境や、従業員の家族ががん患者と

なつた場合に、当該従業員が勤務を継続しながら、当該家族を看護する

ことができる環境の整備に努めるとともに、担1度上の対卜のあり方につ

いても検討することが望ましい^|に修T^
「職場や採用選考時において、がん患者 経験者が丼男1を 手けること

のなぃよう、正しい知識の普及を図ること。Jを追加。(以上、天野季昌)

10。 その他

(必要な事項について)

●  「目標の達成状況の把握とがん対策全体を評価する指標の策定」では

なく、「目標の達成状況の把握と評価指標による評価とそれらによるフ

ィー ドバック」とするべき。
●  「目標の達成に関するロー ドマップ概略と評価尺度の提示」を追記す

るべき。
●  「基本計画の見直し」の文言が不明。元々、見直しの作業そのものが

この全体構成 (案)のはずなので不要では無いか。(以上、江口委員

'
●  [がん医療につLさ 【、全国及び地量の現状を分析・

1巴握するための体
制を整備し、それらの情報を基に政策の立案 :評価を実施する。また、
現状の分析に基づき、がん政策におい【達成す谷き長期的目標を設定し、
その目標を達成する上で必要な個々の対策について明確にする。コを追

i生二狂の生塾正三L生の特性1こ応じたがん対策を推進してくため
に、地域においてがん対策を企画し実行してし`く者を育成する環境を整

える。」を追2日 。

●  「我が国において、生死に関わる最も身近な疾患であるがんについて、

国民に対する普及啓発に取り組むことΩ特に若笙層に注力するとともに、
学校教育にがんについての授業を取り入れ、児童への普及啓発を強化す

る。Jを追加。(以 上、嘉山委員)

(その他のご意見)

●  「がん患者」の定義は、立場によって捉え方に相違があるようである。
基本計画の最後のページに、その定義を書き込むべき。(前川委員)

●  医療にはリスクがあり、安全ながん医療を提供することは重要。「安
全ながん医療の提供」を分野別施策に追加するべき。(前原委員)

●  難治がん・希少がんを分野別施策に追加するべき。(員島委員)

カロ
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(3)地域における医療・サービス提供体制の構築
次期 が ん対 策推進 基 本計 画 の全体構 成 (案 )

(4)がんと診断された時からの緩和ケアの推進

(5)医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

(6)その他

はじめに                                              2 がんに関する相談支援及び情報提供

1.こ れまでの取組                                         3.が ん登録

2 がんをめ ぐる現状                                        4 がんの予防

3 今後の展開                                           5,が んの早期発見

6 がん研究

第 1基本方針                                           7.小 児がん

1 がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施                        8 がんの教育・普及啓発

2 重点的に取 り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施                9 がん患者の就労を含む社会的な問題

第 2重点的に取 り組むべき課題                                   第 5カくん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

1 放射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実並びにこれ らを専門的               1.関 係者等の有機的連携・協力の更なる強化

に行う医療従事者の育成                                     2.都 道府県による者F道府県計画の策定

2 がんと診断された時からの緩和ケアの実施                             3.関 係者等の意見の把握

3 がん登録の推進                                         4 がん患者を含めた国民等の努力

4 111く 世代へのがん対策の充実                                   5 必要な財政措置の実施及び予算の効率化・重点化

6 日標の達成状況の把握及びがん対策全体を評価する指標の策定

第 3全体目標                                            7 基本計画の見直 し

1 目標及びその達成時期の考え方

2 全体目標

(1)がんによる死亡者の減少

(2)すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維

持向上

(3)がんになっても安心 して暮 らせる社会の構築

第4 分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標

1 がん医療

(司 )放射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実並びにチーム医療

の推進

① 現状

② 取り組むべき施策

③ 個別目標

(2)がん医療に携わる専門医療従事者の育成

1‐ 2



次期がん対策推進基本計画の骨子 (案 )

1 がん医療

(1)放射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実並びにチーム医療の

推進

(現状 )

●  がん医療の進歩は目覚ましく、全がんの 5年生存率は54%、 年齢調整

死亡率も 1990年 代後半から減少傾向にある。―方、原発巣による予後

の差は大きく、膵臓、肝臓、肺などの 5年生存率は5-30%と 未だ低い。
●  これまで、特に我が国に多いがん (肺 ・胃・肝・大1易・乳)を中心に、

手術療法、放射線療法及び化学療法などを効果的に組み合わせた集学的治

療及び緩和ケアの提供とともに、診療ガイ ドラインに準 じた標準的治療な

ど、がん患者の病態に応 じた適切な治療の普及に努め、拠点病院を中心に

瞳内のクリティカルバスを策定し、キャンサーボー ドなどを整備した。
●  放射線療法や化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を

は じめとする医療従事者の配置やリニアックなどの放射線治療機器の整

備など、特に放射線療法及び化学療法の推進を図つてきた。

(課題 )

●  患者が適切な治療方針を提示され、治療法や副作用・合併症などについ

て正 しく理解 した上で、希望する治療を選択できるようt十分な説明の上、

インフォーム ドコンセン トが得られるようにすべきであるが、十分な説明

が行われていない場合がある。

●  医療の高度化や複雑化とニーズの多様化に伴い、現場の医療従事者の負

担が増える中、治療による副作用・合併症などの身体的負担、不安などの

精神的負担に対する患者・家族への診療及び支援に必要なチーム医療が十

分とは言えない。

●  また、セカン ドオピユオンについても十分に周知されておらず、希望す

る患者が受けられていないことが懸念される。

放射線治療医及び腫瘍内科医の不足とともに、近年は外科医の不足が指

摘されている。

手術機器の多様化などに伴い、手術療法の施設間格差や実績の格差が生

じている。

(目 指すべき方向)

○がん医療全体に関すること

患者が自分の病状や治療の計画、治療法やそれに伴う副作用・合併症

などを理解し、納得 した上で治療を選択 し治療に臨めるよう、十分な説明

を行つた上で、患者 '家族からインフォーム ドコンセントを得る。また、

冊子や視覚教材などのわかりやすい教材を活用し、患者が自主的に治療内

容などを確認できる環境を整備する。

安心かつ安全で質の高いがん医療を提供できるよう、手術・放射線・化

学療法において、各職種の専門性を活かし、患者・家族の抱える様々な負

担や苦痛に対応し、医療従事者間の連携と補完を重視した多種職でのチー

ム医療を推進すると                。また、医療機関

の診療実績のみならず、こうした医療の質向上のための取組に関する情報

を患者に随時提供し、適切に評価する方法を検討する。

患者や家族の意向に応じて、いつでも適切にセカンドオピニオンを受け

られる体制を整備するとと_tlこ 、普及啓発を推進する。

また、患者を守るため、様々な医療安全管理の取組が進められてきたと

ころであるが、診療行為には一定の危険性が伴うことを踏まえ、医療従事

者及び関係者が協力して、がん医療の質と安全の確保のためのIIx4・lを一層

推進する。

質の高いがん医療を推進する一環として、医療機関においては病院内の

臓器縦割りから各診療科の横のつながりを構築するため、腫瘍センターな

どのがん診療部を設置することが望ましい。

各種がん治療における副作用・合併症の予防や軽減など、さらなる患者

のQOLの向上を目指し、医科・歯科連携による口腔ケアの推進をはじめ、

食事療法などによる栄養管理やリハビリテーションの推進など、職種間連

携を推進する。

がん医療における人材育成や施設整備が重要である一方、質の高い医療

を提供するためには、地域の医療機関の連携と役害1分担を図り、特に高度

な技術と施設を必要とする医療については地域性に配慮した計画的な集

約化を検討する。

がんの治療計画の立案に当たつて、患者の希望を踏まえつつ、標準的治

療を提供できるよう、診療ガイドラインの整備を行うとともに利用実態を

把握し、国内外の科学的根拠を蓄積し、必要に応じて改正する。また、患

者向けの診療ガイドラインや解説の充実など、患者にとつて分かりやすい

情報裸供のあり方を検討する。

○放射線療法の推進

●  がん放射線治療の質を確保し、均てん化と地域格差を是正するため、ま



ず人員不足を解消するための取組に加えて、―音5の 疾患や強度変調放射線

治療などの治療技術において集約化を図るとともに、患者の安全性を担保

した上で、情報技術を活用し、地域の医療機関との間で放射線治療に関す

る連携と役割分担を図る。

O  放射線治療機器については、重粒子線や陽子線治療などの研究開発を推

進するとともに、進捗状況を加味し、関係者が協力して、国内において計

画的かつ適正な配置に努める。

●  放射線治療機器の品質管理や質の高い安全な放射線治療を提供するた

め、放射線治療の専門医、専門・認定看護師、放射線治療専門放射線技師、

医学物理士など専門性の高い人材を適正に配置する。

●  多種職で構成された放射線治療チームを設置するなど、患者の副作用・

合併症やその他の苦痛に対しても迅速かつ継続的に対応できる診療体制

を整備する。

○化学療法の推進

O  薬物療法の急速な進歩と多様性に対応し、専門性が高く、安全で効果的

な化学療法を提供するため、化学療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤師、

がん看護や化学療法の専門・認定看護師など、専門性の高い人材を適正に

配置する。

●  通院治療を含めて、多種職で構成された化学療法チームを設置するなど、

患者の副作用・合併症やその他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応でき

る診療体制を整備する。

O手術療法の推進

0  外科医の人員不足を解消し、より質の高い外科療法を提供するため、必

要に応じて、放射線治療医や腫瘍内科医との連携など、各医療機関の状況

に合わせた診療体制を整備する。

●  手術成績の更なる向上のため、手術の標準化に向けた評価法の確立や教

育システムの整備を行うとともに、高度な先端技術を用いた手術や難治性′

希少がんなどに対しては、地域性に配慮した一定の集約化を検討する。

手術療法における合併症予防や術後の早期回復のため、麻酔科医の充足

を図ると共に、口腔ケアや手術部位感染などの感染管理を専門とする医師

や歯科医師などとの連携を図り、質の高い周術期管理体制を整備する。

術中迅速病理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断

を確実に実施できる体制を整備する。

(2)がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成

(現状 )

●  文部科学省では、平成 19～ 23年度に「がんプロフェッショナル養成

プラン」を実施し、大学において、放射線療法や化学療法、緩和ケア等の

がん医療に専門的に携わる医師、薬剤師、看護師、放射線技師、医学物理

士等の医療従事者の育成を行つている。

●  がん医療を専門とする医師の研修教材としてインターネットで学習する

oラ ーニングを平成 19年から開始し、 11分野 128科 目において、の
べ受講者数は約14,000名 である。

●  がんの専門医の育成に関しては、各関係学会において一定の基準を定め

た専門医制度に加えて、関係学会等の協力のもと、がん治療全般の基礎的

な知識や技能を有する医師の認定制度も創設されている。
●  その他、国、学会、医療機関、関係団体こ独立笠政法人国立がんIJl究 セ

ンター (以 下「国立がん研究センター」という。)を 中心に、医療従事者を

対象として様々な研修が行われ、がん診療に携わる専門的な薬剤師、看護

師等の認定を行っている。

(課題)

●  放射線療法、化学療法、緩和ケア、口腔ケア等のがん医療に専門的に携

わる医師や歯科医師をはじめ、薬剤師や看護師等の医療従事者の育成が不

十分である。

●  国内にある数多〈の学会が独自の基準に基づき専門医制度を導入してい

るが、専門医の質の担保や各医療機関における専門医の情幸,が国民に分か

りやすく提供されていない。

(目 指すべき方向)

●  より効率的かつ学習効果の高いeラ ーニングなどの学習教材の開発 '評

価や、大学問連携による充実した教育プログラムの実施等により、質の高

いがん医療が提供できるよう、がん関連学会と大学などが協働して専門医

や専門医療従事者の育成を推進する。

大学において、放射線療法や化学療法、緩和ケアなど、がん診療に関す

る教育を専門的かつ臓器横断的に行う恒常的な教育組織 (lJlえ ば「臨床腫

瘍学講座」や「放射線腫瘍学講座」など)を設置するよう努める。

各関連学会の独自に定める多様かつ細分化する専門医制度について、が

ん医療の質の向上に貢献し、がん患者にとってわかりやすく提示できるよ

う、関連学会などが協同するよう促し、専門医のあり方を整理する。



0  旦ェ学会、医療機関.__盟伍旦体二旦立ゴ也皿究セ2空二笠においてL_
lL主

`量
二上叫 医量産理二塁塵従事者の育成に取り組む。またこ墾

庄盤選L止並1■立二i_L生堂菫ブログラJ、へ医療従事者が参加しやすい環

境を整備するよう努める。

(3)がんと診断された時からの緩和ケアの推進
(現状)

●  緩和ケアとは、 堕 金重髪鐘壼量医豊上整壺麺出重に直面している患者とそ

の家族に対して二整みやそのJ也の身体的問題、 心理社会的問題、スピリチ

ュヱ」こ』亜墜生呈期に発見し、的確なアセスメントと対処を行うことによ

つて、

一

予防 tンニ禾Lら げることで、クオlリ ティ・オブ・ライフを重

善するアプローチである」 (世界保健機関より)と されている。従つて、

緩和ケア墜精神的、社会的な苦痛を含めた全人的なケアが必要であり、そ

の対象者は、熊者のみならず、家族や嶺族 +〕 含まれる_

● がん対策推進基本計画 (平成 19年 6月 )の重点課題に「治療の初期段

階か らの緩和ケアの実施」を掲げ、がん診療連携拠点病院 (以下「拠点病

院」という。)を 中心として、緩和ケア研修や緩和ケアチームの整備の他、

緩和ケアの地域連携についても取 り組まれてきた。

● 全国 383の 拠点病院に緩和ケアチームを整備するとともに、がん診療

に携わる医師に対する緩和ケア研修会を開催 し、平成 23年 3月 現在、 2

万 3千人が修了している。

● 我が国における医療用麻薬消費量は増加傾向にあるものの、先進国と比

較すると依然として少ない現状にある。

(課題)

。  これまで様々な緩和ケアの取組が進められてきたところであるが、がん

や経済負担などの社会的苦痛など、がんと診断杢れた時から、患者や家族

が抱える様々な苦痛に対する迅速かつ適切な緩和ケアががん診療において

十分に提供されていない。

● 拠点病院に設置されている専門的緩和ケアを提供すべき緩和ケアチーム

の実績や体制等において質の格差が見られる。

● 専門的な緩和ケアを担う医療従事者が不足している。

● 緩和ケアが終末期の患者のみを対象とすると思つていたと回答 した者が

約 30%、 知らなかつたと回答した者が約 20%と いう調査結果もあり、

未だに国民に対 して緩和ケアの理解や周知が進んでいない。

● 緩和ケアの質を継続的に評価し還元できる体制が不十分。

(目 指すべき方向)

●  患者が診断時から切れ目■ く質の高い緩和ケアを受けられよう、1/iE{丼 t整

制の整備、_人材育成、普及啓発、そして質の高い緩和ケアを提供するため

の研究等を総合的に進めていく。

● 提供体制の整備に関しては、

>  患者や家族等の抱える苦痛を汲み上げ、それぞれの状況に応じて、_必

要な時に確塞に緩和ケアを受けられるよう、診断時から痛みのスクリニ
ニングを行うなど、がん診療に緩和ケアを組み入れる。

>  患者・家族・遺族の緩和ケアの相談支援体制を強化するとともに、L
上

和ケアヘのアクセスを改善する。

>  専門的緩和ケアの質の向上のため、精神腫瘍医をはじめ、がん看護の

専門・認定看護師、社会福祉士、臨床心理士等の心理職等の適正配置な

どを図り、緩和ケアチ=ム
や緩和ケア外来の機 ヒを■墨塾せる。

>  在宅緩和ケアを提供できる医療機関などと連携し、切れ目のない在i
ヽ

れ体制を整備する。

●  人材育成に関しては、

>  がん診療に携わる医師だけでなく、他の医療従事者についても精神

的・社会的な苦痛にも対応できる基本的な緩和ケア研修を実施する体制

を構築する。

>  精神的な苦痛に対するケアを推進するため、精神腫瘍医や臨床心理士

等の心のケアを専門的に行う医療従事者の育成に取 り組む。

>  研修会の質の維持向上を 図るため、研修内容の更なる充実とともに、

必要に応 じて研修指導者の教育技法などの向上 を目指した研修を実施

する。

>  医療従事者に対する早期からの緩和ケア教育のみならず、大学等の教

育機関においても、実習などを組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プロ

グラムを策定する。

>  医師の卒前教育を担う教育指導者を育成するため、医学部に緩和医療

学講座の設置を検討する_
0  がん性疼痛で苦しむ患者をなくすため、多様化する医療用麻薬のより迅

●  緩和ケアの意義やがんと診断された時からの緩和ケアが必要であること
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を国民や医療福祉従事者などの対象者1こ 応じて効果的に普及啓発する。

(4) 地域における医塵二十介護サービス壁螢体制の構築

(現状)

0 がん患者がその居住する地域に関わらず等しく科学的知見に基づく適切

ながん医療を受けることができるよう拠点病院の整備が進められてきた。
0 拠点病院数は現在 388。 2次 医療圏に対する拠点病院の整備率は6

7%(234/349)。
● 地域連携については、がん医療の均てん化を目的に、地域における医療

連携のツールとして、平成 20年 より整備が開始された。

●  在宅医療・介護サー ビスについては、がん患者や独居の高齢者世帯が増

加 し、在宅医療・介護サービスヘのニーズが高まる中、施設中心の医療か

ら生活の場において必要な医療・介護サービスを受けられる体制を構築す

ることにより、住み慣れた場で安心して自分らしい生活を送ることのでき

る社会の実現が求められている。

(課題)

0  拠点病院間に診療実績の格差があるとともに、診療実績や在宅医療・介

護サー ビスも含めて各施設が提供 している医療・介護サービスの内容がわ

かりやすく国民に示されていないとの指摘がある。

●  拠点病院は、 2次医療圏に原則 1つ とされているため、すでに同じ医療

圏に拠点病院が指定されている場合は、拠点病院と同等またはそれ以上の

診療を提供 していても指定することができない。

●  回指定の拠点病院に加え、県が独自の要件に従つて拠点病院等を指定し

ており、患者にとつてわか りにくい。

●  多くの地域において地域連携クリティカルバスが十分に機能 しておらず、

十分な地域連携の促進につながっていない。

O  在宅医療に関して入院医療機関では、在宅療養を希望する患者に対 し、

患者や家族に十分に説明した上で、円滑に切れ目なく在宅医療・介護サー

ビスヘ移行できるよう適切に対応することが必要である。

●  在宅医療・介護サービスの人材が不足しており、在宅医療や介護を担う

医療福祉従事者等の育成が必要となるが、育成にあたつては、在宅療養中

のがん患者が非がん患者と比較して症状が不安定な場合が多いことを踏ま

え、がん患者への医療・介護サービスについて、よりきめ細かな知識と技

術の習得が必要である。

●  市町村等においても、急速な病状の変化に対応し、早期に医療 `介護サ

― ビスが提供されるよう、各制度の適切な運用が必要である。

(目 指すべき方向)

● 拠点病院については、患者が住み慣れた場で安心 してがん医療を受けら

れるよう、外来化学療法や緩和ケアなどの均てん化すべき医療・サービス

を明確にした上で、特に拠点病院の整備されていない地域において、地域
の医療機関等が役割分担し、これらの医療・サニビスを確実に提供できる

ような環境を整備する。

●  また、地域のがん医療水準の向上を図るため、地域のがん診療に携わる

医療従事者に対する教育に取り組むとともに、地域との連携促進を図る。
●  さらに、在宅緩和ケアを提供できる医療機関などとも連携して、医療従

事者の在宅医療に対する理解を一層深めるための研修などを実施するとと

もに、患者・家族が希望する療養場所を選択でき、切れ目なく質の高い緩

和ケアを含めた在宅医療・介護サービスを受けられる体制を実現する。
●  国や県の指定する拠点病院のあり方について検討を進めるとともに、病

院や診療所等が提供する医療・サービスや診療実績、地域の連携体制、在

宅医療・介護サービス提供施設、各施設の専門分野等について既存のデー

タを活用し、国立がん研究センター、地方自治体、拠点病院の相談支援セ

ンター等を通じて国民に分かりやすく情報提供する。
● 地域連携クリティカルパスの運用については、患者や医療関係者にとっ

てどのような利点があるのかを明確にし、実際に活用できるよう地域性を

踏まえた環境整備が必要である。また、患者・家族が安心して地域の医療

機関にかかることができるよう、緊急時の受け入れ体制などを確保した地

域連携クリティカルバスを活用する。

● 地域連携や在宅医療・介護サービスについては、患者の複雑な病態や多

様なニーズにも対応できるよう、地域の経験や創意を取り入れ、多様な主

体が役割分担のもと参加する、地域完結型のがん医療・介護サービスを提

供できる体制の整備、各制度の適切な運用及びそれに必要な人材育成を進
める。

(5) 医薬品 。医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

(現状)

●  がん医療の進歩はめざましく、がん死亡率の減少に貢献してきた。一方
で、治験着手の遅れ、治験の実施や承認審査に時間がかかる等の理由で、

がんも含めて、欧米で承認されている医薬品 `医療機器が我が国では未承

認であつて国民に提供されない状態であるいわゆる「ドラッグ・ラグ」「デ
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バイス 'ラ グ」が問題となっている。
。  こうした問題に取 り組むため、政府においては「革新的医薬品・医療機

器創出のための 5か年戦略」(平成 19年 )、「医療機器の審査迅速化アクシ

ョンプログラム」 (平成 20年 )、 「新たな治験活性化 5カ 年計画」 (平成 1

9年 )に 基づき医薬品・医療機器の早期開発・承認に向けた取組が行われ、

審査期間の短縮等が図られてきている。

●  また、欧米では使用が認められているが、国内では承認されていない医

薬品や適応 (未承認業・適応外薬)に係る要望の公募を実施 し、「医療上の

必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、医療上の必要性を

判断し、企業への開発要請や開発企業の募集を行う取組が進められている。

(課題 )

。  国際水準で質の高い臨床研究を行うための必要なインフラがないため、

臨床研究の質が十分でなく、臨床研究で得られた成果を有効活用できない。
●  また、がんに対する標準的な治療は、化学療法 '手術・放射線療法を組

み合わせた集学的治療であるが、こうした集学的治療開発の推進のための

研究者主導臨床研究を実施する基盤が不十分である。
●  希少がん ,小児がんについては、患者数が特に少なく、あらゆるがん種

の治験をすべて企業に期待することは困難であり、 ドラッグ・ラグの拡大

…●  臨床研究や治験を進めるためには患者の参加が不可欠であり、国民や患
者に対する普及啓発や情報提供が必要。国民や患者の目線に立って、臨床

研究 ,治験に対する理解を深め、患者に対し、適切な情報提供をすること

が必要。                           ´

。  がんを含め、致死的な疾患等で他の治療法がない場合に、研究等による

対応を含め、未承認業や適応外薬へのアクセスを改善するための方策につ

いて、幅広く検討を始めることが重要である。

(目 指すべき.方
向)

●  引き続き、薬事戦略相談事業やレギュラ トリーサイエンス研究の推進を

含め、医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組を着実に進める。

●  質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究を実施 し、我が

国における臨床研究 '治験の中核となる臨床研究中核病院 (仮 称)を整備

していくほか、31き 続き研究医やCRC(臨 床研究コーディネーター)等
の人材育成に努める。加えて、がん研究者のネットワークを支援すること

で、研究者主導臨床研究の実施基盤の整備・強化に努める。また、独立行

政法人医薬品医療機器総合機構 (以下「PMDA」 という。)の体制を強化

しつつ、PMDAと 大学・ナショナルセンター等の人材交流を進め、先端

的な創薬・医療機器等の開発に対応できる審査員の育成を進めていく。

未承認薬・適応外薬の開発を促進するため、引き続き、「医療上の必要性

の高い未承認薬 ,適応外薬検討会議」を定期的に開催 し、欧米等で承認等

されているが国内で未承認の医薬品等であって医療上必要性が高いと認め

られるものについて、関係企業に治験実施等の開発を要請する取組を行う。

また、こうした要請に対 して企業が治験に取 り組めるよう、企業治験を促

進するための方策を、既存の取組の継続も含めて検討する。

また、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検塾塗豊塾 において.

医療上の必要性が高いと判断されたにも関わらず、長期間治験が見込まL
ない抗がん剤について立、医療堡塗需1度における先進医療制度の運用を見

直し、先進医療の迅速かつ適切な実施について取り組んでいくことと立∠二

など、より重点的な開発支援を進めるための具体的な対策を検討する。

●  国民や患者の目線に立って、臨床研究・治験に対する普及啓発を進め、

患者に対して臨床研究・治験に関する適切な情報提供に努める。

(6)その他

(現状と課題 )

●  これまで拠点病院の指定要件において、専従の病理診断に携わる医師

を配置するなど、病理・細胞診断の提供体制を整備 してきたが、依然と

して病理医不足が深刻な状況にある。

●  がん患者は病状の進行により、日常生活動作に次第に障害を来 し、著

しく生活の質が悪化するということが しばしば見られ、がん患者への リ

ハビリテーションを充実する必要がある。

●  希少がんについては、診療ガイ ドラインの整備が難 しく、現状を示す

診断・治療法を開発し実用化することが難 しい。

(目 指すべき方向)

●  若手病理崖の育成や病理診断を補助する新たな人的支援、病理関連業

務を専門とする臨床検査技師の適正配置、病理診断システムやテレパソ

ロジーなどの lT情報技術の導入や中央病理診断などの連携体制の整備

などにより業務の安全管理や診断能力の地域偏在の解消を進め、質の高
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い病理診断や細胞診断の基盤整備を行う。

●  がん患者の療養生活の質の維持向上を目的として、運動機能の改善や

生活機能の低下予防に資するよう、がん患者に対するリハビリテーショ

ン等について積極的に取 り組んでいく。

O  壺少がんについ■も患者が安心 し【適切な医療を受壁坐れるよう、希

少がんに関する」肯報の集艶,発 信、相談支援体制、
制、研究開発等のあり方三ついて、希少がんが数多く存在する小児がん

量          ¨ る。

2. がんに関する相談支援及び情報提供

(現状)

○ 患者や家族のがんに対する不安や疑間に応えるため拠点病院を中心に相

談支援センターが設置されている。

O 国立がん1/1究 センターにおいて、様々ながんに関連する情報の収集、分

析、発信、さらに相談員の研修や「患者必携」の出版等、相談支援及び情

報提供の中核的な組織として活動を行つてきた。
● 他にも、NPOや学会、企業等の民間を中心として、三ん患者サロンや

ピアサポー トなどの相談支援や情報提供に係る取組も広がりつつある。

(課題)

● 医療技術の進歩や情報端末の多様化に伴い多くの情報があら、れる中、患

者・家族が医療機関や治療の選択に迷う場面も多くなっている。
● 患者・家族のニーズが多様化している中、相談支援センターの実績や体

制に差がみられ、相談支援や情報提供の質にも影響していることが懸念さ

れる。

。 相談に対応可能な人員が限られている一方、患者・家族の多様なニーズ

に応えるため、最新の情報を正確に提供し、精神的にも患者・家族を支え

ることのできる体制が求められている。

(目 指すべき方向)

0  患者・家族の悩みや不安を汲み上げ、より多くの人が相談支援センター

を活用し、相談支援センターの質を向上させるため、相談支援センターの

人員確保、院内・院墜1三 おける広報、担言△支援センター間の情報共有や協

う努める。

●  また讐相談支援センタ]と 院内診療科生_の連携を図り、1圭 1三 精神的な苦

痛を持つ患者・家族に対して専門家によ重診療を適切な時期に提供するよ
う努める。

●  がん患者の不安や悩みを軽減するためには、がんを経験した者もがん患

者に対する相談支援に参加することが必要であることから、医療機関や行
政等においては、量鬱重」憂蓋量生登生ど、がん患者・経験者との協働を進

め、ビア・サポートをさらに拡大するよう努める。
●  患者・家族のニーズが多様化している中、必要とする最新の情報を正し

く提供し、きめ細やかに対応するため、国 。地方自治体・拠点病院の各レ
ベルにおいてどのような情報提供及び相談支援をすることが適切か明確に
し、民間の力も導入して、より効率的・効果的な体制構築を進める。

●  また、多〈のがん 1三 関する情報を中立的な立場で評価し、結果を広く周

理する仕組みについて検討する。_
● 二重と医療や介護、福祉等の関係者の間に立ち、患者の訴えを聞き、且

面における                         力して

育成する。

●  国立がん研究センターにおいては、相談員に対する班修の充実や情報提
供 ,相談支援等を行うとともに、希少がんや地域における医療機関の状況
等についてもよりわかりやすく情報提供を行い、全国の中核的機能を担う。

3  がん登録

(現状)

● 地域がん登録は45道府県において実施されている 【]成 23年 12月
時点)。 平成24年度中に全都道府県が実施する予定。また、「地域がん登
録への積極的な協力」は拠点病院の指定要件となっている。

● 院内がん登録の実施は拠点病院の指定要件であり、拠点病院で全国の約
6害1の患者をカバーしていると推定されている。平成23年 5月 、国立が
ん研究センターが病院別の拠点病院の院内がん登録情報を初めて公開した。

(課題)

●  医療機関に届出の義務はな〈、職員も不足している等の理由から院内が

ん登録の整備が不十分。

● 現行制度において、患者の予後情報を得ることは困難またはその作業が
過乗1な負担となっている。

● 地域がん登録は各都道府県の事業であるため、院内がん登録データの収
集、予後調査の方法、人員、個人情報保護条例などの点においてばらつき



がみられる。 さらに、国の役割が不明確であり、これらの理由から、地域

がん登録データの精度が不十分であり、データの活用 (国 民への還元)が
進んでいない。

(目 指すべき方向)

● がんの罹患数や罹患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎

となるデータを得ることにより、エビデンスに基づいたがん対策を実施す

るため、また、国民や患者への情報提供を通じてがんに対する理解を深め

るためにもがん登録は必須である。
●  さらに、地域がん登録と院内がん登録の効塁的な連携にカュぇ、将来的に

は途診に関するデータや学会による臓器がん登flと 組み合わせることによ

つてさらに詳細にがんに関する現状を分析し、効果的ながん対策につなが

ることが期待される。

● がん登録をさらに充実させるに当たってはまず、がん患者を含めた国民

の理解が必要であることから、その意義と内容について、広く周知を図る

ことが必要である。

●  国立がん研究センターにおいては、拠点病院等への研修、データの解析・

発信、がん登録の標準化への取組等を引き続き実施し、各医療機関はがん

登録に必要な人材を確保するよう努める。
0 がん登録の精度を向上させるためには、患者の個人情報を保護しつつ、

全国統一的に制度を運用し、国の継続的な関与を明確にすることが必要で

ある。効率的な予後調査体制を構築し、法制化の検言JL含めて、国民、患

者、医療従事者、行政担当者、研究者等が活用しやすいがん登録を実現す

ることを目指す。

4 がんの予防

(現状)

0 がんの原因は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣や感染症など様々な

ものがある。特に、喫煙 (受動喫煙を含む)が肺がんをはじめとする種々

のがんの原因となっていることは、科学的根拠を持つて示されている。
。  たばこ対策については、「21世紀における国民健康づ〈り運動」や健

康増進法に基づく受動喫煙対策を行つてきたが、平成¬7年に「たIま この

規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効したことがら、我が国におい

ても、同条約の批准国として、たばこ製品の注意文言の表示義務化、広告
規制の強化、禁煙治療の保険適用、公共の場は原則として全面禁煙である

べき旨の通知の発出、平成 22年のたばこ税の大幅引き上げ等、対策を行

っているところである。

● また、感染症は男性においては喫煙に次いで 2番 目、女性では最もがん

の原因として寄与が高い因子とされている。感染症対策としては、子宮頸

がん予防ワクチン接種の推進、肝炎ウイルス検査体制の整備、ヒトT細胞

白血病ウイルス 可型の感染予防対策等を実施 している。

● その他がんと関連する生活習慣については、 21世紀における国民健康

づくり運動等で普及・啓発等を行つてきた。

(課題 )

●  男性成人の喫煙率は38 2%(平 成 21年 )と 減少 しているものの、

諸外国と比較して依然高い水準である。女性の喫煙率は ¬0.9%(平 成

21年 )男 性と比較 し低い水準であるが、ほぼ横ばいで推移している。

● 職場における受動喫煙の状況については、T全面禁煙」又は「喫煙室を設

けそれ以外を禁煙」のいずれかの措置を講 じている事業所の割合が 64%、

職場で受動喫煙を受けている労働者が 44%(平成 23年 )と されており、

職場の受動喫煙に対する取組が遅れている。

● その他生活習慣については、果物摂取が低下 しているなど、普及啓発が

不十分な部分がある。また、新たにがんとの因果関係が明らかとなつたも

のについても普及啓発を行うことが必要である。

(目 指すべき方向)

0 喫煙対策については、わが国も批准 し、平成 ¬フ年に発効 した「たばこ

の規制に関する世界保健機関枠組条約」が、たばこの消費等が健康に及ぼ

す悪影響から現在及び将来の世代を保護することを目的としていることを

踏まえ、喫煙率の低下と受動喫煙の防止を達成するための施策等をよリー

層充実させるとともに、喫煙率の低下と受動喫煙の防止に関わる指標と目

標値を設定することが重要である。

● 受動喫煙の防止については、平成 22年に閣議決定された「新成長戦略」

の工程表では、「受動喫煙のない職場の実現」が目標として掲げられている。

職場に一定時間拘束されることや、受動喫煙防止対策の取組内容によつて

職場を選択することは困難な状況等を踏まえ、特に職場における対策を強

化する。

● 感染症防止対策については、子宮頸がん予防ワクチンの普及啓発を進め

るとともにワクチンの安定供給に努める。また、肝炎ウイルス検査体制の

充実をつうじて、肝炎の早期発見・早期治療につなげることにより、肝が

んの発症予防に努める。さらに、ヒトT細胞白血病ウイルス 1型の感染予



防対策等に引き続き取り組む。

①  その他の生活習慣については、「些量飲酒の1氏 減」、「定期的な運動の

継続」、「適切な体重の維持」、「野菜・果物摂取」、「食塩摂取量の抑

制」等の日本人に推奨できるがん予防法について、効果的に普及・啓発等

を行う。

5 がんの早期発見

(現状)

0 早期発見の現状として、拠点病院で治療を受けたがん患者のうち早期の

がん患者は、子宮頸がんが約7割、胃がんが約 6割 、乳がんが約 5割、大

腸がんと肺がんが約4割 となっている。

● がん検診は平成20年度より健康増進法に基づく市町村 (特別区を含む。

以下同じ。)の事業として行われている。また、市町村によるがん検診以

外にも、職域においてがん検診を実施している場合や、個人が任意で受診

する人間 ドック等の中で、がん検診を実施している場合がある。

O ‐国においては、がん対策推進基本計画 (平成 19年 6月 )の中で、5年

以内にがん検診受診率を50%以上にすることを目標に掲げ、がん検診無

料クーポン及び検診手帳の配布や、企業との連携促進、受診率向上のキャ

ンペーン等の取組を行つてきた。また、がん検診の有効性や精度管理につ

いても検討会を開催する等、科学的根拠に基づくがん検診を推進してきた。

●  しかしながら、がん検診の受診率は2-3割程度、そのうち市町村によ

るがん検診の受診率は¬-2割程度となっている。

● 科学的根拠に基づくがん検診の実施については、国の指針以外のがん種

の検診を実施している市町村数は 1208、 また国の指針以外の検診項目

を実施している市町村数はのべ1101(重 複回答)にのぼる。

。  がん検診の精度管理については、厚生労働科学研究によると、がん検診

事業評価のためのチェックリス トの全項目の8割以上を実施している市町

村は約 3割 となつている。

(課題)

0  がん検診の受診率は特に子宮がん・乳がん検診において近年上昇してお

り、年代によつては4割 を超えているものの、依然として諸外国に比べて

低く、日標値に達していない。

●  がん検診を受けない理由として、「時間がなかつたから」や「心配な時

はいつでも医療機関を受診できるから」等があり、がん検診へのアクセス

改善が必要であり、普及啓発も不十分。また、厚生労働科学研究によると

対象者全旦に受診勧奨をしている市町村は約半数に留まっており、市町村
からの受診勧奨についても改善が必要。

●  がん検診は市町村が行う事業であり、個々の市町村により検診方法の選

択や精度管理等において差がある。そのため、有効性の確立していないが

ん検診を実施している市町村が相当程度存在する。また、精度管理を適切
に実施している市町村数は徐 に々増加しているものの、依然として少ない。

●  市町村によるがん検診は対象となる年齢・性別のすべての住民を対象と

しているが、現状、がん検診を受けた者の 4割 T5割が職域においてがん

検診を受けており、個人でがん検診を受ける者もいる。また、がん種によ

つては、実態として医療や他の健診の中でがん検診の検査項目が実施され

ている。しか しながら、職域等におけるがん検診の受診率や精度管理を定

期的に把握する仕組みがない。

(目 指すべき方向 )

●  がん検診受診率については引き続き50%の 達成を目指す一方、がん検

診は、市町村によるがん検診以外にも、職域におけるがん検診や、個人で

受診するがん検診があり、また、がん種や年代によっては医療や他の健診

の中でがん検診の検査項目が実施されていることについて、その実態のよ

り正確な把握を行うとともに、より効率的かつ有効ながん検診制度のあり

方について検討を行う。

●  同時に、国は国内外の知見を収集 し、科学的根拠のあるがん検診の方法

等について検討を行 う。都道府県は市町村が科学的根拠に基づくがん検診

を実施するよう、引き続 き指導を行い、市町村は科学的根拠に基づくがん

検診を実施するよう努める。

●  また、検診の実施方法や精度管理の在 り方について専門的な見地から適

切な指導を行う等の目的で各都道府県に設置された生活習慣病検診等管理

指導協議会の一層の活用を図る等により、がん検診の精度管理を向上させ

る。さらに精度管理の―環として、検診実施機関においては、受診者へわ

か りやす くがん検診を説明するなど、受診者の不安を軽減するよう努める。
●  受診率向上施策については、これまでの施策の効果を検証 した上で検討

する。その際、受診者の利便性及び市町村等の実施主体への負担も考慮し
て、検診受診の手続きの簡便化や市町村が実施するがん検診以外の健診土
職域におけるがん検診との連携を行う等、効率的な実施に努める。また、
がん検診の普及啓発にあたっては、検診の意義、任意型検診と対策型検診
の違いや、過剰診断などがん検診の不利益について十分に理解を得られる
ようにすることが必要である。



6 がん研究

(現状)

●  平成 ¬6年度に「第 3次対がん 10か年総合戦略」が策定され、これ

までがん研究推進の主軸として戦略的にがん研究が推進されている。
●  がん対策推進基本計画において、難治性がんの克服や患者の 00L向上

に資する研究など臨床的に重要性の高い研究やがん医療の均てん化など

政策的に必要性の高い研究に取り組むことが掲げられている。
。  国内のがん研究に対する公的支援は、厚生労働省、文部科学省、経済

産業省など複数の関係省庁により行われ、一定の連携が図られ、がん研

究の推進体制や実施基盤に多様性をもたらしている。
●  内閣府の総合科学技術会議と内閣官房医療イノベーション推進室によ

つて、各省庁によるがん研究事業の企画立案から実施状況までの評価が

行われている。

(課題)

。  多くのがん種において、その本態が未だ解明されていない音F分も多く、
がんの予防や根治を目指した基礎研究をさらに推進する必要がある。

●  近年、日本発のがん治療薬や医療機器の開発が進んでおらず、特に難

治性がんや小児がんを含む希少がんについては、創薬や機器開発等を含
む有効な診断・治療法を早期に開発し、実用化することが求められてい

る。

●  基礎研究から臨床研究、公衆衛生研究、政策研究、レギュラ トリーサ

イェンス研究等において、研究分野の特性に適した研究期間や公的資金
の確保、研究l_関わる専門の人材育成等を含めた継続的な支援体制が整
備されておらず、質の高い研究の推進の障害となつている。

,0  各省庁による領域毎のがん研究の企画・設定と省庁間連携の不足が、

国内のがん研究の実施状況の金貌の把握とその戦略的推進を困難にして
いる。

●  全てのがん研究に関して、その明確な目標や方向性が患者や国民に対
して適切に伝えられておらず、その進捗状況を的確に把握 し評価するた

め

(目 指すべき方向 )

○今がんで苦 しむ患者に有効で安全ながん医療を届けるためのがん研究を推

進する

●  ドラッグ・ラグ解消の加速に向け、がんの臨床試験を統合 調整する枠

組みを検討する。

●  日本発の革新的な医薬品・医療機器 を創出するため、国際水準の

first― in―human試験や未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験、新た

な1票 準的治療法の確立を目指した臨床試験を実施するほか、その基盤整

備と研究施設内の薬事支援部門の強化を検討する。

●  より効率的な適応拡大試験などの推進のため、臨床試験グループの基

盤整備に対する公的資金の選択的投資を進める。

●  固形がんに対する革新的外科治療・放射線治療の実現 (お よび新たな

医療機器導入)と 効果的な集学的治療法開発のため、中心となって臨床

試験に取 り組む施設と臨床研究ネットワークを整備 し、集学的治療の臨

床試験に対する支援を強化する。

○ 明日のがん患者のため、新たながん診断・治療法を開発するがん研究を推

進する

●  がんの特性の理解とそれに基づ く革新的がん診断 ,治療法の創出に向

け、先端的生命科学を始めとする、優良な医療シーズを生み出すがんの

基礎研究への支援を―層強化し、基礎研究で得られた成果を臨床試験等

へつなげるための橋渡 し研究などへの支援の拡充を図る。

●  限られた研究資源を有効に活用するため、公的なバイオバンクの構築

や、解析研究拠点等の研究基盤の整備と情報の共有を促進することによ

り、日本人のがんゲノム解析を推進する。

●  国内の優れた最先端技術を応用 した次世代の革新的医療機器開発に向

け、高度標準化治療の実施施設における医療機器開発プラットフオーム

の構築と、それを活用した効率的な臨床試験の推進を継続的に支援する。

● 研究成果に対する透明性の高い評価制度を確立・維持するとともに、

がん登録の整備 と拡充によるがん政策科学へのエビデンスの提供を推進

する。

O将来のがん患者を生まないためのがん研究を推進する

●  がん予防法の確立に向けて、大規模な公衆衛生研究や予防研究が効率

的に実施される体制を整備 し、放射線・化学物質等への低 レベル長期暴

露健康影響、予防介入効果、検診有効性等の評価のための大規模疫学研

究を戦略的に推進する。

● 公衆衛生分野の研究を推進するため、個人情報保護 とのバランスを保

ちつつ、個人情報を含めたがんに関する情報や行政資料を利用するため

の枠組みを整備する。



○ 社会における、がん研究推進全般に関する課題を解決する

0 予防・検診 ,診断ガイ ドラインの作成や、がん予防の実践、がん検診

の精度管理、がん診療の質評価、患者の五五等に関する政策研究に対し

て効果的な研究費配分を行う。

●  がん研究全般の実施状況とその成果の積極的公開により、がん研究に

対する国民やがん患者の理解の深化を図り、臨床研究へのがん患者の参

画を促進する。

0 「第 3次対がん 10か年総合戦略」が平成25年に終了することから、

国内上のがん研究の推進状況を俯轍し、平成 26年度以降の国としての

がん研究推進のあるべき方向性と具体的な研究事項等を示す次期総合戦

略を立てるため、国は、関係省庁の連携や研究者間の連携を促進JTる よ

う
0  がん研究全般の実施状況とその成果を国民に対して積極的に公開する

ことで、がん研究に対する国民やがん患者の理解を深め、臨床研究への

がん患者の参画を促進する。

● 若手研究者 (リ サーチ・レジデント)や研究専門職の人立をはじめと

するがん研究に関する人材の戦略的育成を行う。

● 笠験者保護に配慮した倫理指針の改定を行うとともに、研究及び倫理

審査等の円滑な運用に向けた取組を行う。

7. /1ヽ児がん

(現状 )

●  「がん」は小児の病死原因の第 1位 であり、成人と異なり生活習慣と関

係なく、乳幼児から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症 し、成人とは

異なる多種多様ながん種からなる。

● 小児がんの年間患者数は 2000-2500人 と少ない一方、小児がん

を扱 う施設は約 200程度と推定されており、患者が散在している。

O 強力な治療による合併症に加え、成長発達期の治療により、治癒 した後

も発育・発達障害、内分泌障害、臓器障害、性1泉障害、高次 1図 機能障害、

二次がんなどの問題があり、診断後、長期にわたって日常生活や就学・就

労に支障を来すこともある。

(課題)

●  各地の医療機関に患者が散在 しているため、小児がん患者が必ず しも

適切な医療を受けられていないことが懸念されている。

●  乳幼児から思春期、若年成人にまで発症するため、患者の教育環境や

自立、患者を支える家族に向けた星期的な支援や配慮が必要である。
●  小児がんに関しては、現状を示すデータも限られており、治療や医療機

関に関する情報が少なく、心理社会的な問題への対応を含めた相談支援体

制や、セカンドオピユオンの体制も不十分である。

(目 指すべき方向)

●  小児がんについては、これまでのがん対策においても政策的に遅れてお

り、小児がん固有の現状と課題を踏まえ検討した上で、成人がんに対する

施策に加えて新たな取組が必要。
● 小児がん患者や家族が長期に渡つて安心して適切な医療・サービスを受

けられるよう、小児がん拠点病院 (仮称)を整備し、専門家による集学的

医療の提供 (緩和ケアを含む)、 患者 `家族に対する心理社会的な支援、

適切な療育二教育環境の提供、地域医療機関を含めた研修の実施、セカン

ドオピユオンの体制整備、患者・家族、医療従事者に対する相談支援等の

体制の構築を推進する。

● 患者が速やかに適切な治療が受けられるよう、また一方で、患者が発育

時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり、他の子どもたちと同じ生
活・教育環境の中で医療・サービスを受けられるよう、小児がん拠点病院

と地域の医療機関等との役割分担と連携を進める。
● 小児がん経験者が安心して暮らせるよう、地域において患者・家族の不

安や治療による合併症、二次がんなどに対応できる長期フォローァップの

体制とともに、小児がん経験者の自立に向けた心理社会的な支援について

も検討する。

● 小児がんに関する情報は成人がんに比べて乏しく、小児がん患者・家族、
経験者、医療従事者等への情報提供も求められている。小児がんに関する

情報や診療実績などのデ
=タ

ベー丞を構築し、集約 :登信していくことや
コールセンター等による相談支援、全国の小児がん関連施設に対する診療、

連携、臨床試験の支援等の機能を担う中核的な機関のあり方について検討

する。

8.がんの教育・普及啓発

(現状)                      .
● 健康については子どもの頃から学ぶことが重要であり、学習指導要領

においても健康の保持増進と疾病の予防といつた観点から、がんの予防
も含めた健康教育に取り組んでいる。

● また、がんに関する普及啓発は、例えば「がん検診50%集中キャン



ペーン」の開催、国立がん研究センタニや拠点病院等の医療機関を中心

と卿 塾 _や相談支援、民間を中心としたキャンペーン、患者支援、
がん検診の普及啓発や市民公開講座など様々な形で行われている。

(課題 )

● 普及啓発や教育について様々な取組がなされているものの、未だがん

検診の受診率は約 3害|、 喫煙率は近年横ばいであり、がんに対する正 し

い         
…0 子どもに対するがん

いるt,の の、いのちの大切さにつ墜【理解を深める教育との関連は不十

分 である。

●  さらに、職域におけるがんの普及啓発・がん患者への理解、がんの薬

が開発されるまでの過程や治験に対する理解、様々な情報端末を通 じて

発信される情報による混乱等新たなニーズや問題も明らかにな りつつあ

る。

(目 指すべき方向)

● がえ′予防や早期発見につながる行動変容を促 し、自分や身近な人がが

んに罹患 してもそれを受け止め、向かい合 うためには、国民が、がんに

とが必要であることから、国民に対するがんの普及啓発活動をさらに進

める。              .
● がんと診断された者ががんを受け止め向き合うため、患者が自分の病

状、治療等を学ぶことのできる環境を整備する。家族についても、患者
の病状を正しく理解し、患者の心の変化、患者を支える方法などに加え、
家族についても心身のケアが必要であることを学ぶことのできる環境を

整備する。

● 子どもの時から健康といのちの大切さについて学び、自らの健康を適切

に管理 し、病気に対する正 しい知識と認識を持つよう指導することが重要。

健康教育全体の中で「がん」をど

のように教育するべきか検討する。

● 子どもががんを身近に感 じ、がんに対する正しい知識を身につけ、がん

患者に対 しても正しい認識を持つよう、地域性を踏まえて、がん患者や経

験者、その家族、がん医療の専門家、教育委員会をはじめとする教育関係

者、国、地方白治体等が協力して、対象者ごとに指導内容・方法を工夫し
た取組 を推めていく^

● 医療従事者のみならす
'、

介言隻や福祉を担当土K壁量菫隻切
=⊇

いて基I楚 的

生幽 を身につけられることが望まししュ_

9.がん患者の就労を含む社会的な問題

(現状)

● がん医療の進歩とともに、我が国の金がんの5年相対生存率は500/● を

超えた。また、毎年 20～ 64歳の約7万人ががんに罹患しており、がん

患者・経験者の中にも長期生存し、社会で活躍している者も多い。

● 一方、厚生労働省研究班によると、がんに罹患した勤労者の34%が依

願退職し、4%が解雇されたという報告もある。

● また、拠点病院の相談支援センターにおける相談内容は、就労に関する

こと、経済面に関すること、家族のサポー トに関するこどなど、医療のみ

ならず社会的な問題に関することも多い。

(課題)

● がん患者・経験者及びその家族は就労を含めた社会的な問題に直面して

いる。特に、就労可能ながん患者・経験者さえも、復職、継続就労、新規

就労することが困難な場合がある。

● 拠点病院の相談支援センターにおいても、就労に関する知識や情報が不

足しており、適切な相談支援や情報提供が行われていないことが懸念され

る。

(目 指すべき方向)

o  がん患者・経験者やその家族等が抱える仕事と治療の両立や経済面に対

する不安や悩みなどを支援し、がんになっても安心に暮らせる社会の構築

を目1旨す。

・   就労に関しては、がん以外の患者へも配慮しつつ、関係者が協力して、

がん患者・経験者の就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場

におけるがんの正しい知識の普及、事業者・がん患者・経験者に対する情

報提供 。相談支援体制の充実を進める。

●  がん患者が安心して働けるよう、医療機関、産業医、人事労務管理者等

との間で情報共有や連携を進めるとともに、医療機関においても医療従事

者の健康確保を図つた上で、患者が働きながら治療を受けられるようにILrnL

慮することが必要であることから、関係者との調整の下、プライバシー保

護にも配慮しつつ、治療と職業生活の両立を支援するための仕組みについ

て検討する。



また、就労可能ながん患者が働くには、事業者においても、がん患者が

働きながら治療や療養できる環境の整備、さ_ら に家族ががんになった場合

でt,働 き饉Jす られるような配慮に努めることが望ましい。さらに、職暢三b

l~用 i望 考時において、がん患者二́経験者工差別を受生ることのないよう十

分に留意する必要がある。

壼1■ 患者も含めた患者の長期的な経済負担の軽減策については、引き続

き検言」を進める。



参考資料

平成24年度厚生労働省がん対策予算案の概要
平成24年度予算(案)357億 円(平成23年度当初予算額 343億円)

平成 24年度厚生労働省がん対策予算案の概要

357億 円 (343億 円 )

【51億 円】
【 】書きは「日本再生重点化措置事業」分を内数で記載

がん対策の総合的かつ計画的な推進

がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている現状並びに平成 19
年 4月 に施行された「がん対策基本法」及び同年 6月 に策定された「がん対策
推進基本計画」を踏まえ、総合的かつ計画的にがん対策を推進する。

放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成
29億円 (36億円)

がん診療連携拠点病院において若手医師をがん医療の専門医師として育成する体制の
構築や、がん医療の専門的な知識及び技能を有する医師、看護師、薬剤師、診療放射線
技師等の育成並びにこれらの医師等に対する指導者の育成を行う。

(主 な事業 )

がん診療連携拠点病院機能強化事業 29億円
がん医療水準の向上と地域格差の是正を図るため、がん診療連携拠点病院における

医師等の医療従事者に対して、放射線療法や化学療法等、質の高い医療を行うために
必要な研修を行うほか、精度の高い院内がん登録、患者や家族への相談支援等の実施、
地域の医療機関との連携を推進するとともに、病理医が不足している状況から病理医
の育成及び病理診断補助員の確保を図る。

(補助先) 都道府県、独立行政法人等

(補助率) 都道府県 (1/2)、 独立行政法人等 (定額 (10/10相 当))

(1施設当た り単価 )

都道府県がん診療連携拠点病院 24,000千 円 (前年度26.000千円)

地域がん診療連携拠点病院   12,000千円 (前年度14,000千円)

治療の初期段階からの緩和ケアの実施        5億 円 (3 8億円)

患者本人の意向を十分尊重した上で、がんの治療方法等の選択を可能とするとともに、
がん患者の状況に応じて疼痛などの緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるよ
う、医療従事者に対して、緩和ケアやコミュニケーション技術等の研修を行う。

(主 な事業 )

がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修等事業 1 3億 円

○ 平成 19年 4月 に施行された「がん対策基本法」及び同年6月 に策定された「がん対策推進基本計画」の個別
目標の進捗状況を、質・量の両面から把握・評価しつつ、総合的かつ計画的に対策を推進する。

1 放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成 29億円(36億円)

政 (1)がん専門医等がん医療専門スタッフの育成                 ol億 円( 司 1億円)

(2)がん診療連携拠点病院の機能強化                   287億 円(34_3億 円)

(3)国際共同治験及び新薬の早期承認等の推進 4百万円( 08億円)

2治療の初期段階からの緩和ケアの実施 5億 円(4億 円 )

い)督和ケアの質

卿 電
麻薬の適正使用の推進           &4億 円( a6億円う

・がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修
・医療用麻薬適正使用の推進

(2)在宅緩聖ヶア対策の推進                        1 6億 円( 03億円)

'在宅緩和ケア地域連携事業 1 1億円(  ―億円)

3がん登録の推進とがん医療に関する相談支援及び1青報提供体制の整備 10億 円(9億 円 )

改 ・院内がん登録の推進及び地域がん登録の促進              06億 円(  一億円)
・がん総合相談に携わる者に対する研修プログラム策定事業         o5億 円( o5億 円)

政 都ヽ道府県がん対策推進事業 (緩和ケア研修を除く)            82億 円( 82億 円)

4 がん予防・早期発見の推進とがん医療水準均てん化の促進 125億円(139億 円)

枚 (1)がん予防の推進と普及啓発 143イ意円(17 8億円)

(2)がんの早期発見と質の高いがん検診の普及 1100億円〈1203億 円)
・がん検診推進事業 1049億円(1130億 円)

(3)がん医療水準均てん化の促進 08億円( o8億 円)

5がんに関する研究の推進 102億円(68億 円)

○ がんによる死亡者の減少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上
を実現するためのがん対策に資する研究を着実に推進する。

・第3次対がん総合戦略研究経費 371億円(463億円)
・難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究経費(がんワクチン関係)  126億 円(140億円)

新規 ・
縦痺 l11々 篭9本晏谷争,辱療の実用化研究経費 (抗がん剤関係)    1る lo億間そ  fぼ う

新規 ・がん臨床試験基盤整備事業                      1 5億 円(  ―億円)

6小児がん対策を推進するために必要な経費 4億円(一 億円)

繋ぶ:覧:i書嘗麟 鍔
審謬り品づ董獣重8M鰊鵬 こ係るかi珊|「 |

・小児がん病院のあり方調査事業                     0.2億 円(  一億円)

7.独 立行政法人国立がん研究センター 82億 円(87億 円)

○ がん医療に関する研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修等を行うことにより、がんに関する高度かつ
専門的な医療の向上を図る。

・独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金            820億 円( 876億 円)

(うち、日本再生重点化措置事業 30億 円① )

C)「 日本再生重点化措置」事業

緩和ケアを治療の初期段階から実施できる体制を整備するための研修を実施するこ



⑨

とががん対策推進基本計画で掲げられていることを踏まえ、全国の医師を対象に緩和
ケアに関する研修を行うとともに、併せて研修の実施に必要な指導者の育成等を行う。

(委託先)特定非営利活動法人日本緩和医療学会

都道府県がん対策推進事業 (緩和ケア研修部分 ) 1 2億 円
都道府県が実施主体となり、地域の緩和ケア実施体制の充実強化を図るための研修

会等を実施するための支援を行う。

(補助先) 都道府県

(補助率) 1/2

在宅緩和ケア地域連携事業 【重点化】 1 1億 円
在宅緩和ケアの地域連携体制を構築するため、がん診療連携拠点病院が都道府県と

連携して二次医療圏内の在宅療養支援を行う医療機関の協カリス トを作成し、連携機
能を強化するとともに、同圏内の在宅緩和ケアを専門とする医師等と協力して在宅療
養支援を行 う医師等に対して在宅緩和ケアの知識や技術の向上を図る研修を実施す
る。

(補助先)都道府県、独立行政法人等
(補助率)都道府県 (¬ /2)、 独立行政法人等 (定額 (10/10相 当))

がん登録の推進 とがん医療に関する相談支援及び情報提供体制の整備
9 4億 円 (8.フ 億円 )

科学的知見に基づく適切ながん医療の提供に資するょぅ、がん患者の診断・治療内容
等の情報を把握・分析するため、独立行政法人国立がん研究センターにおいて院内がん
登録を進めるとともに、がん診療連携拠点病院等に対して精度の高い院内がん登録を実
施するための支援を行う。

また、地域がん登録を実施していない都県に対し指導するとともに、データの集計・
分析を行い、地域がん登録の促進を図る。

(主な事業)

・都道府県がん対策推進事業 (がん登録部分) 1 9億 円
がん登録を推進し、がんの罹患者数・罹患率や治療効果の把握等、がん対策の基礎

となるデータを把握し、地域ごとのきめ細やかながん対策を進めるため、がん診療連
携拠点病院以外の医療機関においてがん登録を行うことにより、医療機関が収集した
がん登録情報を都道府県が回収し、地域のがん対策の推進を図る。

(補助先) 都道府県

〈補助率) 1/2

がん総合相談に携わる者に対する研修プログラム策定事業
がん患者又はその家族の方が行うピアサポーターなど、がんに関する相談員に対し、

がんに関する相談事業に必要な基本的スキルを身につけるための、研修プログラムの
策定を行う。

(委託先) (公 財)日 本対がん協会

・都道府県がん対策推進事業 (緩和ケア研修、がん登録部分を除く) 6 3億 円

(補助先) 都道府県
(補助率) 1/2

診鼎『鮮ど』鮮』踏 l篤髯馴鑽 |チミ言ミ蝸 為を。
診と大腸ぶん検

(主 な事業)

・
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(補助先)市 町村

(補助率) 1/2
(対象年齢) ・子宮頸がん :

・亭し が ん :

・大 腸 が ん :

20歳、 25歳、 30歳 、 35歳 、 40歳の女性
40歳、 45歳、 50歳 、 55歳、 60歳の女性
40歳、 45歳、 50歳 、 55歳、 60歳の男女

49百万円

がんに関する研究の推進 102億 円 (68億円)

(主 な事業 )

。難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究経費 (がんワクチン関係 )

(※厚生科学課計上)13億 円
日本発のがんワクチン療法による革新的ながん治療開発を戦略的に行うなど、がん

景ii][謡纏h蝙欄脚顆蠣ξ留
③・難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究経費 (抗 がん剤関係)【重点化】
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ィネーター (CRC)や データマネージャーを充実させ、それらの者の人材育成に資す
るとともに、研究者主導臨床試験の実施基盤の整備・強化を図る。

(補助先) NPO法 人

(補助率)定 額 (10/10相 当)

がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な経費
21百万円 (22百 万円)

がん対策の総合的な調整・推進を図るため、国際連携体制の構築や国民に対するメッ
セージの発信及び施策の進捗管理及び評価等を行う。

・がん対策推進費 16百万円

小児においてがんは病死原因の第 1位であるにもかかわらず、がん対策推進基本計画
に小児がん対策は殆ど盛り込まれていないことから、がん対策として新たに小児がん対
策を行う。

Φ・小児がん拠点病院機能強化事業 【重点化】 2 5億 円

営ヱテ琴う管暮ξ『菫2自負た垣ぉ1せ督?「景言層集2房誓FttEIt力や督馨叢ぶん

(補助先)独立行政法人等

(補助率)定額 (10/10相 当)

①・がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修等事業 (小児がん緩和ケアに係る分)

【重点化】30百万円
緩1}′劣こξT=夏鷺聰 菫ぱ諮l隻鷲T趾熱 どは筆覗魂よ:L

塩旗二雄:∫ (:婚V[Fgrrgrラ事5蓑置l〔総を柩嵯
疇躙帥り

(委 託先)未定

③・小児がん拠点病院 (仮称)整備費 1億円
小児がん患者の集約化に基づく医療体制整備のために必要な小児がん患者の家族の

宿泊室や相談室等の整備改修を行う。

(補助先)都道府県、独立行政法人等

(補助率)1/2

0・ 小児がん拠点病院のあり方調査事業 17百万円
次期がん対策推進基本計画の見直 しを踏まえ、発達途上である小児がん患者等に対

し、我が国の小児がん患者に対する治療の実情について比較・分析等を行うことによ
り、我が国における基幹的な小児がん病院のあり方の調査・検討を行う。

(委託先)民間

独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金 【一部重点化】
82億円 (88億円)

独立行政法人国立がん研究センターの事業運営に必要な経費を交付金で措置する。

・第 3次対がん総合戦略研究経費

・がん臨床試験基盤整備事業

(※厚生科学課計上)37億 円

¬ 5億 円

・独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金     (※ 医政局計上)7
・独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金 【重点化】 (※ 医政局計上 )

9億 円

3億 円



天野委員提出資料

平成 23年 12月 26日

厚生労働省がん対策推進協議会会長 門田 守人 殿

厚生労働省健康局総務課がん対策推進室室長 鷲見 学 殿

厚生労働省がん対策推進協議会委員

天野慎介

「ドラッグ・ラグの解消に向けた制度改正等を求める要望書Jにつきまして

平成 23年 12月 19日 付で、がん患者団体有志―同 (60団 体)に より、「ドラ

ッグ・ラグの解消に向けた制度改正等を求める要望書」が、小宮山洋子厚生労
働大臣を含む厚生労働省関係部局幹部宛、およびがん対策推進協.‐3会 を含む厚
生労働省関係審議会会長宛に提出されていますので、参考資料として提出いた

します。

要望書に記されています通り、「2007年 にがん対策基本法が施行されるまで
には、海外で標準的に用いられている治療薬を日本で承認 してほしいと求める、
多くのがん患者の声」があり、「がん患者団体有志―同は、これまでも厚生労働
省やその審議会などに対して、 ドラッグ・ラグの解消を求める要望」を続けて

きたことをふまえ、「ドラッグ・ラグの解消、特に適応外薬の ドラッグ・ラグの

解消」のために、がん対策推進基本計画において具体的な方向性を明記して頂
くとともに、「厚生労働省内の保険局、医薬食品局、医政局、健康局などの関連
部局はもちろんのこと、各省庁が横断的かつ継続的な取 り組み」を行ならてい

ただきますよう、お願い申し上げます。

平成 23年 12月 19日

厚生労働大臣 小官山洋子 殿

厚生労lpl省 保険局長 外国崇 殿

厚生労働省医薬食品局長 木倉敬之 殿

厚生労働省医政局長 大谷泰夫 殿

厚生労働省健康局長 外山千也 殿

厚生労働省保険局医療課長 鈴木康裕 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長 赤川治郎 殿

厚生労働省医政局研究開発振興課長 佐原康之 殿

厚生労働省健康局総務課がん対策推進室長 鷲見学 殿

厚生労lrl省 中央社会保険医療協議会会長 森田朗 殿

厚生労lal省 がん対策推進協議会会長 門田守人 殿

がん患者団体有志―同

ドラッグ・ ラグの解澄 に自けた制度改正等 を求 める要望書

2007年 にがん対策基本法が施行されるまでには、海外で標準的に用いられている治療薬を日本で承認してほ

しいと求める、多くのがん患者の声がありました。厚生労働省も、医薬品医療機器総合機構 (PMDA)の 審査官

増員や、「医療上の必要性の高い未承認薬適応外薬検討会議」による取り組みなどを行つてきましたが、海外で

治療に用い られている治療薬が日本で承認または適応拡大されるまでには、未だに大きな時間差 (ド ラング・ラ

グ)が あるのが実情です。

私たちがん患者団体有志一同は、これまでも厚生労働省やその審議会などに対して、 ドラング・ラグの解消を

求める要望を続けてまいりました。2012年 度より施行 される国の次期がん対策推進基本計画 (以 下、基本計画)

の策定に関 しても、「がん対策推進協議会」の患者委員から、 ドラッグ・ラグの解消を次期基本計画の柱にする

よう要望がだされました。しかし、2011年 12月 12日 に開催された、第 29回 がん対策推進協議会において事務

局より提示 された骨子案は、基本計画の柱になるどころか、要望からは大きくかけ離れた内容になっています。

基本計画は今後 5年にわたる日本のがん対策全般のあり方を定めるものであり、厚生労働大臣が内閣に提出し

て閣議決定する大切な計画です。これまで 10年以上にわたり多くのがん患者が、時には命を削りながらドラッ

グ・ラグの解消を訴えてきましたが、このような基本計画では、今後もがん患者が ドラッグ・ラグで苦しみ続け

ることになるという危惧を、私たちは強くしております。 ドラッグ・ラグの解消、特に適応外薬のドラッグ・ラ

グの解消に向け、以下の制度改正等を強く求めます。

1 適応外薬を保険診療下で使いやすくするため、海外で一定のエビデンスに基づき標準治療とされている場合、

または国内学会のガイ ドラインで規定されている場合などには、米国におけるコンペンディア制度にならい、

透明性の高い審査機関に保険償還の判断を委ねる制度改正を行ってください。

2 特に、内外の知見を積み上げた結果新たな有用性が明らかとなり、かつ治療薬の再審査期間が終了して後発

品が販売されている場合には、その有用性および安全性も示されていることから、迅速に保険適用できるよ

う制度改正を行ってください。

3 「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」では、がん治療や緩和医療において医療現場で広く

必要とされている第 3、 第 4の選択肢となる治療薬に対して「必要性が高いとはいえない」として取り下げ

る事態が生じています。これらの治療薬についても、患者が迅速に使用できるための施策を行ってください。

4 治療薬は患者のいのちを繋ぐ大きな希望です。がん対策推進基本計画等において ドラッグ・ラグ解消をその

柱とす るとともに、厚生労働省内の保険局、医薬食品局、医政局、健康局などの関連部局はもちろんのこと、

各省庁が横断的かつ継続的な取りlllみ を行なつてください。

以上
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がル患者団体有志―同 (60団わ

NPO法人郷Vしへがん対策募金

COSOMos 国立がん研究センター小児腫瘍科親の会

一般社団法人 CSRプロジェク ト

GIST・ 内腫患者と家族の会 「GISTERS ne例

NPO法人 HOPEプロジェクト

」‐CAN (Japan Cancer Action Network)

アイビー千葉 (平しがん体験者の会)

あけぼの滋賀

あけぼの奈良

石垣がん患者・家族ゆんたく会

胃無胃会

NPO法人愛媛がんサポー トおれんじの会

沖縄県がん患者会連合会

沖縄県婦人科がん患者会 宇宙船子宮号

肝芽腫の会

NPO法人がん患者支援ネットワークひろしま

がん患者会シャローム

NPO法人がんサポー トかごしま

NPO法人がんサポー トセンター

がん体験者の会 とま～れ

NPO法人がんと共に生きる会

ガンフレンド

九州がんセンター小児科親の会「大きな木」

NPO法人グループ・ネクサス

NPO法人高知がん息者会―喜会

一般社団法人高知がん患者支援推進協議会

網膜芽細胞腫の子どもをもつ家族の会 「すくすく」

支えあう会「α」

サバイバーナースの会「びあナース」

島根がんケアサロン

勢井 啓介

井上 るみ子

近藤 明美

西舘 澄人

桜井 なおみ

片木 美穂

齋藤 とし子

菊井 津多子

吉岡 敏子

新垣 憲男

安里 朝晃

松本 陽子

田名 勉

吉田 祐子

神原 結花

広川 裕

植村 めぐみ

三好 綾

横山 光恒

佐々木 佐久子

佐藤 愛子

勢井 啓介

山本 章子

天野 慎介

山地 ひろみ

安岡 佑莉子

池田 ノ」■雰

五十嵐 昭子

上原 弘美

納賀 良一

NPO法人市民と共に槍」るホスピスケアの会

小児がんネットヮーク MN(み んななかま)プ ロジェク ト

小児脳腫瘍の会

NPO法人千葉・在宅ケア市民ネットヮークピュア

中部ゆんたく交流がん患者会

奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会

日本オス トミー協会沖縄県官古支部

―日本骨髄腫患者の会

NPO法人乳がん患者友の会きらら

手L腺疾患患者の会 のぞみの会

ねむの会

NPO法人脳月重瘍ネットワーク

白色会

NPO法人パンキャンジャパン

ひふ癌～7日 会

ひまわ りの会 獨協医科大学病院子ども医療センター 家族の会

兵庫県立こども病院血液腫瘍内科親の会 さくらんぼの会

NPO法人広島がんサポー ト

NPO法人ブーゲンビリア

まんま宮古

NPO法人ミーネット

木曜会

山梨まんまくらぶ

ゆうかぎの会

ユーイング肉腫家族の会

横浜市立大学附属病院小児科親子の会 さんふらわ

らんきゅう

ラングルハンス組織球症患者会

卵巣がん体験者の会スマイリー

リンパの会

山田 冨美子

小俣 智子

坂本 照巳

藤田 敦子

安里 香代子

馬詰 真一郎

下地 一正

上甲 恭子

中川 けい

浜中 和子

金井 弘子

宮下 のりこ

宮里 直樹

員島 善幸

伊良部 吉次郎

篠崎 佳男

石上 久美

中川 けい

内田 絵子

深澤 麗子

花井 美紀

高橋 和子

若尾 直子

真栄里 隆代

有団 美恵子

藤井 優子

小本 靖子

天野 美智子

片木 美穂

金井 弘子

氏名は各団体代表者や事務局長など)

(12月 19日 現在)

(団体名は 50音順
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